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はじめに

最近，.修復的司法Jlという言葉をよく耳にす

る。国際機関も注目し始めているもので，日本に

おいても，修復的司法を導入してはどうかという

声が高まっている。本稿では，この修復的司法を

少年司法の分野に導入できないか，私なりに論じ

てみたいと思う。

そこで，最初に，なぜ少年司法に修復的司法を

導入しようと考えているのかについて述べる。な

ぜなら，修復的司法は，少年司法に限らず，成人

に対しでも導入され始めている。そのため，少年

司法を中心に述べる必要はないとも言える。した

がって，少年司法を中心に検討する理由を述べる

必要がある。

次に，修復的司法がどのようなものか明らかに

する。修復的司法の定義には，純粋モデルと最大

化モデルの争いがあるので，どちらのモデルを採

用するのか明確にする必要がある。また，修復的

司法と刑事司法制度の関係について，ヴァン・ネ

スとストロングの 4つのモデルがあるので，どの

モデルがよいのかを考える。さらに，修復的司法

における「修復」とはどのようなものか，その内

容について明らかにする。

そして，実際に，海外ではどのようなプログラ

ムが行われているのか検討する。そこで，ミネソ

タ州の被害者加害者和解プログラムを例に挙げ

て，日本への導入にあたって参考にする。

しかしながら，修復的司法にも批判的な見解が

あるO 修復的司法に対する批判を検討しないで，

その導入を考えれば，少年法の理念を揺るがす危

険すらある。そこで，山口直也の批判的見解を取

り上げて検討を加える。

その後，改めて少年法の理念について考えてみ

る。少年法の理念には，社会防衛を重視する立場，

人権保障を重視する立場があり，どちらの立場に

立っかによって，少年に対する接し方が変わって

くる。少年法の理念の捉え方が違うと，修復的司

法の進む道も異なると考えられる。

以上のような流れで論述することで，日本の少
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年司法における修復的司法について，自分なりの

見解を導き出したい。

第 1章 なぜ少年司法に修復的司法を導入するの

カ、

まず最初に，なぜ少年司法にこそ修復的司法を

導入しようと考えているのかについて述べたい。

第 1節被害者・地域社会が抱えるストレス2

現在の少年司法は(成人司法よりも)，被害者に

とってストレスになる。例えば，少年審判は非公

開であり，情報の開示も基本的に行われない。被

害者に対しても，原則として，同様である。これ

に対して，刑事裁判は公開であり，情報について

はたとえ捜査段階であってもマスコミを通じて多

くの情報を知ることができる。また，少年審判に

は原則として検察官が関与しない。例外的に関与

する場合があっても，それは，訴追官としての関

与ではないし，地域社会・被害者の応報感情の代

弁者となるわけでもない。さらに被害者が審判に

関与したり，意見を陳述したりすることが権利と

して認められているわげではない。あくまで，配

慮されているだけである。このように，現在の少

年司法では，被害者は加害少年と関わることがで

きない。そのため，修復的司法を少年司法に導入

し，被害者が加害少年と関わることができるよう

にして，被害者が抱えるストレスを解消すること

ができないか，と考える。しかし，少年法が審判

を非公開にしたり，検察官や被害者の参加を予定

していないのには意味がある。それは，被害者を

少年司法に参加させたりすれば，かえって，成長

発達の途上にある少年を，健全に育成して，受け

入れ環境の整った社会に再び迎え入れるという少

年法 1条の目的が，うまく達成できなくなるので

はないかと考えられているからである。

第2節少年の健全育成とは

しかし，被害者を関与させないことが少年の健

全育成にとって本当によいことなのか。少年院の



ことであるが，少年の健全育成について興味深い

指摘がなされているので以下に引用する。

小津嬉ーによると 3 ，-少年は，施設収容後の早い

段階から『親に迷惑をかけた』という気持ちが起

こり，自発的に，その気持ちを保護者との面接時

や手紙で表すことが多いのだが，被害者への謝罪

の気持ちについてたず、ねると，初めて『反省して

いる』などと応えるものの，そのように応えなく

てはいけないと思って応えている印象を受けるこ

とが多い」。そして，-施設収容当初には，事件を

悔いていた少年の中にも時が立つにつれて施設生

活での要領を覚え，安易な反省と決意を繰り返し

て出院していく少年がいる」という。

少年にこのような現象が起こるのは，-失敗を思

い出して苦しみたくないという現実逃避の心理

が，事件から目を背けさせるためである。また，

少年院の職員も，事件については，家裁や少年鑑

別所で，すでに確認し終えた事項として処理する。

そして，事件に触れないでいるうちに，少年の心

の中で事件の風化が進み~自分の被害者』の姿を

忘れてしまう」からである4。つまり，少年は『少

年自身の被害者』と向き合うことがないために，

安易な反省をしてしまうのである。

また，-矯正にあたる指導者は~自分の被害者』

の見えないところで行われる指導が，いわばバー

チャルの場面でシミュレーションを使つての指導

であり，切実感に乏しし指導の効果が少ないこ

とを認識すべきだ」という。なぜなら，-少年は，

時聞がたつとともに事件を自分に都合よく再構成

し，加害の程度を過小評価し，責任の軽減を図っ

ても自分の被害者』と現実に対面することがな

いから」でトある。そして，-このような心理状態の

下では，少年達は施設職員からよい評価を受ける

ことに専念し，施設に適応して，早期出院の要領

を覚えることになるだけであるJ5と指摘する。

このような状態にならないためには，被害者へ

の謝罪を行うことが必要なのではないか。自分の

起こした非行を直視させること，被害者の現状や

心情をたびたび知らせること，何らかの形で誠意

ある行動を示して被害者の許しを請い，和解する
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努力を示すこと，これらが更生するために重要な

のではないか。自分の犯した行為を直視してこそ，

社会復帰への見通しが開けるというものであ

る九もちろん，これは，少年院に限ったことでは

ない。試験観察段階で行ったとしても，デイノてー

ジョンのような形で行ったとしても，非行克服に

おける効果は非常に高いと思われる。被害者を関

与させることは，決して，少年法の理念に反する

ようなものではなく，少年の健全育成にとって重

要なものだといえる。

第3節少年司法と被害者・地域社会

以上述べたように，加害少年が非行を克服して

立ち直るためには，自らの行った犯罪行為を直視

し，被害者に謝罪・賠償金を支払うことなどが必

要である。また，被害者にとっても，犯罪処理過

程への参加の道が聞かれるので， (少年司法が抱え

る)多大なストレスを解消することができる。そ

して，何よりも，加害少年が真撃な謝罪・賠償を

行うことは，被害者の癒しにとって非常に有効でト

ある。さらに，社会的次元で見れば，被害者の利

益(権利)を確保することは，少年の教育や福祉

への世論を支持し，少年の成長発達権保障の安定

した社会的基盤を作ることに寄与する 7。「少年の

健全育成と被害者の権利J，この両立に最も有効な

のが修復的司法だと思われる。また，-修復的司法」

は，応報的刑罰観に対するアンチ・テーゼとして

の性格が強く，社会復帰思想、や少年の成長発達権

と結びつきやすい8。このため，成人よりも少年司

法の方が導入しやすい。そこで，私は少年司法に

修復的司法を導入してはどうかと考えるのであ

る。

第 2章修復的司法とは

では，修復的司法とはどのようなものなのか。

まず，修復的司法の定義について明らかにする。

第 1節修復的司法の利用に関する基本原則9

2000年4月，ウィーンで開催された「犯罪防止
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と犯罪者の処遇に関する第 10回国連犯罪防止会

議」で採択された「犯罪と司法に関するウィーン

宣言 21世紀の課題に応えて 」の第27項と

第 28項において，修復的司法が取りあげられた。

第 27項「我々は，適切な場合，国家的，地域的，

国際的な，犯罪被害者を支援する行動計画，すな

わち，和解および修復的司法のための仕組みを導

入することを決議した。(以下略)J

第 28項「我々は，被害者，犯罪者，コミュニティ

およびその他すべての関係者の権利，ニーズ，利

益を尊重する，修復的司法政策，手続そしてプロ

グラムを開発することを奨励する。」

これを受けて，国連犯罪防止刑事司法委員会は，

第9会期において I刑事に関する計画における修

復的司法の利用に関する基本原則」を採択した。

この「基本原則」は定義， II修復的司法プロ

グラムの利用， III修復的司法プログラムの運営，

W仲介者，v修復的司法プログラムの持続的発展，
という構成になっており，修復的司法は次のよう

に定義づけられている。

I 1定義

1. w修復的司法プログラム」とは，修復的な手続

を利用する，あるいは，修復的な成果の実現を

目的とする，あらゆるプログラムをいう。

2. w修復的な成果』とは，修復的な手続きの帰結

として達成された合意をいう。修復的な成果の

例として，被害弁償，社会奉仕，被害者及びコ

ミュニティの回復を実現するためのあらゆるプ

ログラムあるいは対応，被害者及び加害者の再

統合が含まれる。

3. w修復的な手続』とは，被害者，加害者，及び，

犯罪によって影響を受けたあらゆる個人あるい

はコミュニティ構成員が，犯罪によって生じた

問題を解決することに，一緒になって積極的に

参加することをいう。これは，しばしば，公正

で偏見のない第三者の援助を受ける。修復的な

手続きの例として，和解，集団会議，量刑サー

クルが含まれる。

4. w参加者』とは，被害者，加害者，及び，犯罪

によって影響を受けたあらゆる個人あるいはコ
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ミュニティ構成員をいう。

5. w仲介者』とは，公正で偏見のない第三者をい

い，その役割は被害者及び、加害者を対話プログ

ラムへの参加を促進することにある。」

この「基本原則」は，我が国に修復的司法を導

入する際の指針となる。

第2節修種的司法の定義(純粋モデルと最大化

モデル)

この「基本原則」により，一応の修復的司法の

定義が定められた。しかし w修復的な手続』を重

視するか w修復的な成果』を重視するかによって，

修復的司法の捉え方は大きく異なってくる。『修復

的な手続』を重視すればプロセス志向的に w修復

的な成果」を重視すれば結果志向的なものになる。

これは，近時争われている「純粋モデル」・「最大

化モデ、ル」につながるものである。そこで，この

2つのモデル論について検討する。

1.純粋モデル (PuristModel) 10 

純粋モデルは I当該犯罪に関するすべての当事

者が一堂に会し，犯罪の影響とその将来への関わ

りをいかに取り扱うかを集団的に解決するプロセ

ス(“aprocess whereby all parties with a stake 

in a specific offence come together to resolve 

collectively how to deal with the aftermath of 

the offence and its implications for the 

futureへ)Jである。これは，マーシャルが提示し

た定義であり，ルーヴェン宣言(1997年)や NGO

の作業グループにおいて採用されている。純粋モ

デルを実践している実務として，たとえば，家族

集団会議，コミュニティ会議，平和サークルなど

がある。これらの実務は，第 1次的当事者の共同

のプロセスにより，被害者に回復をもたらし，加

害者に行為に対する責任をとらせ，両者に対する

社会的支援を強化することを目指す。被害者の修

復，加害者の責任，コミュニティの支援という 3

つの要素が，純粋モデルの絶対的な構成要素に

なっている。すなわち，被害者，加害者及びコミュ

ニティの3者に直接対話の機会を与えるのが修復

的司法であり，それによって初めて直接的な当事



者，さらに間接的に犯罪を被った者などのニーズ

が充足されると考えるのが，純粋モデルである。

プロセスに重点を置いた定義になっている。

2.最大化モデル CMaximalistModel) 11 

最大化モデルは，-犯罪によって生じた害を修復

することによって司法の実現を志向するいっさい

の活動(“everyaction that is primarily oriented 

towards doing justice by restoring the harm 

that has been caused by a crime") J で， とくに

ヴアルグレイブらによって主張されている定義で

ある。最大化モデルは，純粋モデルを包含しつつ

も，なおそれに限定されず，修復的司法を更に拡

張して理解するモデルである。修復的司法の中核

を害の修復と理解するため，害の修復を目標とす

る限り修復的であるとする。プロセスではなく，

意図と成果に重点を置いた定義になっている。そ

のため，-修復の視点での強制」を肯定し，被害者

と加害者の直接対話やコミュニティの関与を必ず

しも必要とはしていない。裁判所による被害弁償

命令やコミュニティ・サービス命令も修復的方法

(修復的制裁と呼ぶ)として認めるo

3.純粋モデルに対する批判12

① 純粋モデルの定義には「修復」の目標が言及

されていない，と批判されることがある。つま

り，当事者が集まって心情について話し合い，

情報を共有していても，最終的に被害の修復に

ついて結論や責務が決められなければ，そのプ

ロセスは修復的といえるか疑問視されている。

② 犯罪について，被害者，加害者，コミュニティ

の非公式・任意的な解決に限定するとすれば，

修復的司法は刑事司法制度にとってその周辺に

あるソフトな飾りにとどまることになる。その

場合，刑事司法の各機関は，修復的司法を選択

しない者に対して，従来と同様に懲罰的な対応

をすることが許される O そのため， (修復的司法

プログラムを選択しない場合)，被害者，加害者，

コミュニティのニーズを真剣に取り扱う責任か

ら解放されることになる。さらに，修復的司法

プログラムがいくら普及したとしても，ディ

ノfージョンとして処理されることに変わりはな

修復的司法に関する一考察

い。要するに，刑事司法制度における懲罰的な

犯罪対応では不充分であるという，根本的な問

題が解決されないまま残されてしまう。

③任意性を前提とする限り，修復的司法は，当

事者が参加したいという場合にしか行われず，

犯罪に広範に対応することができない。

4. 最大化モデルに対する批判13

① 最大化モデルで，f;t，個人的，具体的被害のほ

かに，社会全体の被害も認め，社会の受けた「害」

に対して加害者に修復の責務が課されるべきだ

と主張する。しかし，最大化モデルは，このよ

うな社会全体の被害を具体化することができ

ず，コミュニティ・サービス命令は象徴的な損

害回復の意味しか持たないとされる。その結果，

最大化モデルのこの主張からすると，犯罪とは

抽象的存在に対する抽象的侵害であるに等し

く，具体的な被害者と同じ様な(修復を要求す

る)権利を国家に与えることになり，国家が個

人から紛争を盗んだという状態に戻ってしま

λ14 
ノ O

② 最大化モデルは，関係者達が集まらなくても

害の修復ができると考える。又，修復的制裁が

司法機関によって決められ，加害者に課される

ことも修復的であると考える。しかし，関係者

の参加がなければ犯罪の人間関係的側面がどの

ように扱われるのか疑問である。たとえば，加

害者の自責の念が被害者に伝わらなければ，果

して意味を持つのか。被害者から被害の人間的

影響を聞かなければ，加害者は何に対して自責

を感じられるのか。関係者が一堂に介さなけれ

ば，被害者と加害者は自分達がコミュニティに

とって大切な存在であることをどのようにして

理解できるのか。関係者達の対面があるからこ

そ，関係的被害を回復することが可能になる。

③ 最大化モデルでは，裁判所による被害弁償命

令やコミュニティ・サービス命令も修復的司法

として認められる。被害弁償やコミュニティ・

サービスを履行することによって，加害者は被

害者，社会に対する責務を果すことができ，コ

ミュニティに再統合することができると考え
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る。しかし，司法機関による正式の強制が，従

来の刑罰より加害者の教育に優れていることを

説明していない150

④ 最大化モデルでは，従来通りの法律，従来通

りのプロセス，今までの刑事司法と変わらない

強制力の行使，今までと変わらない目標(従来

の刑事司法の上に，狭い意味での害の修復を加

えるだけ)のもとに行われるのである 16 被害者

とコミュニティの決定に代わり，裁判所が制裁

を強制することになるため，司法組織の権力構

造に根本的な変化をもたらすことはない。

⑤ 最大化モデルの定義によると，害の修復」が

目的とされているが，修復されるべき「害」の

内容が明確に定義されていない。例えば，最大

化モデルの論者は「犯罪による『害』は，具体

的な被害者の苦痛や損失を超えるものである。

コミュニティ又は社会も被害を受けている。い

わゆる，公共の損失である。公共の損失は，そ

れを定義するのが非常に困難でト，個人的被害よ

り間接的であり，抽象的である。……しかし，

『共同体』が犯罪によって害を受けていることは

否定できなしコ」と述べる 17。このように，害」

の定義が暖昧である。にもかかわらず，害」を

理由として加害者に責務を負わせようとするの

で妥当でない。

⑥ 最大化モデルには，害の修復」をどのように

実現するか示されていない。その結果，修復的

司法プロセスかそうでないか区別することがで

きない。最大化モデルによると，修復的か否か

の判断基準は，決定機関の意思による(この決

定機関の意思とは司法機関の意思のこと)Jとい

う。したがって，決定を行う司法機関の主観的

な「意思」が客観的な基準に取って代わる。

5.検討

このように，純粋モデル，最大化モデルともに

いくつか批判を受けている。こうした批判はプロ

セス志向的か，それとも結果志向的かという違い

から生じる。私は，対話を重視すべきだと考えて

いる。被害者と加害者が対面し，じっくりと話し

合ってみなければ，両者にとって満足することの
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できる結果を導くことができないと考えているか

らである。その立場から，純粋モデル・最大化モ

デルを検討してみたい。純粋モデルに対する批判

を見ると，純粋モデノレは「任意性」に関して批判

されている。最大化モデルは，強制であっても結

果的に修復することができればよいと考えるの

で，任意でしか行えない純粋モデルを批判するの

であろう。しかし，対話重視で考えるのであれば

「イ壬意'性」を無視することはできない。，{:壬意」に

行うからこそ意味がある。一方，最大化モデルに

対する批判を見ると，これを採用した場合，修復

的司法の理念が歪められてしまうのではないかと

いう危倶が払拭できない。その理由は大きく 3つ

ある。

第1に，最大化モデルの定義によって，修復的

司法の目標(，犯罪の解決の主体を国家から個人と

コミュニティに転換するJ)が，抽象的な社会全体

の被害の修復に置き換えられてしまう。第2に，

意思決定の主体が依然として国家にあることで

「犯罪の解決主体の転換」が行われず]こ終わってし

まう。第3に，被害弁償命令，コミュニティ・サー

ビス命令は，新しい種類の制裁ではない18。そし

て，そもそもそのような制裁には，大きな問題が

存在している。被害弁償命令の場合，加害者に資

力がないために被害弁償を命じられでも履行する

ことができないことがあるし，何よりも加害者の

処遇を中心にして行われている。コミュニティ・

サービス命令の場合，修復的」といっても裁判所

によって課された制裁であるし強制的な措置であ

る。これを刑罰と区別することができるのか疑問

である。司法機関の意思によって制裁の性質が修

復的か処罰的か決めるべきではない 19

以上 3つの理由から最大化モデルに対する危

倶感を払拭することができない。そもそも，修復

的司法は，犯罪の処理を国家から被害者・加害者

聞に主導権を移すことを目的としているのに，依

然として紛争処理の主導権が国家に存在するとい

う状態を認めるのはおかしい。裁判所によって被

害者・加害者の関知しないところで，修復的制裁

の下に命令をしたところで，満足のいく修復がで



きるとは思えない。したがって，最大化モデルを

採用すべきでないと考える。

また，最大化モデルは修復的司法を非常に広範

なものとして捉えている。最大化モデルの論者で

ある高橋則夫は r最大化モテゃルによれば w被害

者関係的刑事司法」や『被害者支援』なども，修

復的司法の 1つの段階として位置付けることがで

きる。なぜなら，これらの被害者関係的な施策は，

まさに被害者の害を問題とするものであり，修復

的司法の中核的視点を共有するものだからであ

る。最終段階に『家族集団会議』などのような純

粋モデ、ルが位置するとしても，そこに至る筋道と

して，まずは被害者関係的な諸施策を通過するこ

とが必要であり，その意味で，最大化モデルを基

点としなければならないのである J20と述べてい

る。しかし，そこまで修復的司法の定義を広げて

しまうと，何が修復的司法なのか不明確になり，

中心としてやるべきことを見失ってしまう 210 あ

まり幅広く考えず，一番重視すべきことに絞って

定義づけをするのがよいと思う。したがって，こ

の点からも最大化モデルを採用するのは妥当では

ないと考える。

修復的司法は，被害者，加害者，コミュニティ

の被害の回復を目的とする。その目的を達成する

ためには，どのようなニーズがあるのか知らなけ

れば回復することは難しい。ニーズを知る方法と

して，最も効果的なのが対話をすることである。

また，刑事司法制度に対し発想の転換を求める力

は，最大化モデルより純粋モデルの方がより見出

せるように思われる 22。したがって，純粋モデルの

方が妥当だと考える。

第3節修復的司法と刑事司法の関係

1. 4つのモデル

修復的司法と刑事司法はどのような関係にある

のか。この問題に対して，ヴァン・ネスとストロ

ングは，現存する修復的司法プログラムを分析し

て 4種類のモデルを抽出した。以下，この 4つ

のモデノレ23について検討する。

修復的司法に関する一考察

① 一元モデル (UnifiedModel) 

修復的司法が，唯一の選択であり，当事者の任

意的参加がない場合をも含めて全ての事件を取り

扱うことができるような制度を作り上げるべきだ

というモデル。

② 二元モデル (Oual-trackModel) 

修復的司法と刑事司法とで，犯罪への対応手続

の全段階において相互に独立性を維持しつつ，相

互補完関係を認めようとするモデル。参加者の選

択によって修復的司法から刑事司法へ(その逆も)

という手続の意向も認められている。

③ パックアップモデjレ(BackupModel) 

有罪の認定までは刑事司法手続で行い，有罪と

された者について，以後，修復的司法で対応しよ

うとするモデル。

④ ハイブリツドモデル (HybridModel) 

このモテゃルは，伝統的刑事司法制度の最終段階

(量刑の段階)に限って修復的制裁が用いられる。

このモデルによると，伝統的刑事司法制度におい

て，制裁以外の段階で修復的司法の特徴が現れる

場面はない。

2.検討

これら 4つのモデノレは，修復的司法の定義とも

深く関係してくる。「純粋モデレ」・「最大化モデ

yレ」をも踏まえて考えてみる。

まず，①一元モデルを採用した場合，全ての犯

罪に修復的司法で対応することになる。しかし，

全ての犯罪を私人聞の紛争として捉えることは，

理論的に不可能である。犯罪類型の中には，公共

的法益，国家的法益の保護を目的とするものがあ

る。個人的法益を対象とする犯罪類型でも，公共

的法益の保護も第二次的に対象としている場合が

ある。私人間の紛争として解決できない事案を，

修復的司法の対象にするべきではない。したがっ

て，①を採用することはできない24

では，次に③ノてツクアップモデルについて検討

する。このモデルを採用した場合，事実認定の段

階だけ刑事司法の力を借りようとすることにな

り，理論的に不徹底である。また，認定後は全て

の事件を修復的司法で処理することになり，①と
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同じ問題点がある。よって，③を採用するのは妥

当でない。

④ハイブリッドモデルは，最大化モデルに結び

つきやすい。そして，裁判所は，被害弁償命令，

コミュニティ・サービス命令を修復的制裁として

命ずる。しかし，前述したように(第2章第2節

の検討部分)，このような制裁には大きな問題が存

在している。また，私は純粋モデルを採用すべき

だと考えている O したがって，ハイブリッドモデ

ルを採用するのは妥当でトはない。

そこで，②の二元モデルが妥当だと考える。こ

のモデルは，修復的司法と刑事司法とで相互に

チェック・アンド・バランスを行い，それぞれの

手続の適正化，結果の公平・妥当性の確保を目指

すものである。そのため，修復的司法による解決

に失敗したり，修復的な合意に不満な場合，刑事

司法に戻ることが保障される(裁判を受ける権利

の保障，修復的合意の不履行に対する救済など)。

また，拘禁刑を含む刑罰の執行段階，社会内処遇

段階においても，当事者間で，刑事司法とは別に，

修復的司法に基づく修復的合意を図る機会を得る

ことができる 25。純粋モデルでは，任意性が重視さ

れる。両当事者の満足を得るためには，任意に行

われることが大切である。そのためには，当事者

聞の様々なニーズに対応することのできる柔軟な

モデルが必要になる。二元モデルは，この要求を

満たすものといえる。したがって，②二元モデル

を採用するのが妥当だと考える。

第4節修復的司法の具体的内容

修復的司法の定義，刑事司法との関係について

述べたが，まだ修復的司法の具体的な内容につい

て明らかにしていない。修復的司法の具体的内容

について，OJJDP報告(Officeof J uvenile J ustice 

and Delinquency Prevention)は詳細に説明して

いる 26。そこで，この OJJDP報告をもとに修復的

司法の具体的内容について明らかにする。

1.修復的司法と応報的司法

心理学者イグラッシュ (AlbertEglash)が，修

復的司法という用語を初めて用いた。彼は，刑罰
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を基礎とする応報的司法，加害者の治療的な処遇

を基礎とする分類的司法，損害回復を基礎とする

修復的司法という刑事司法の 3つのモデルを示し

た九現在，この修復的司法という言葉が多くの研

究者によって使われているが，その意味には若干

の差異がある 280

たとえば，ゼア(HowardZehr)は，カメラの

レンズに警えて，応報的司法と修復的司法という

2つの対照的なレンズがあると述べた。そして，

修復的司法のレンズから犯罪を見ると，-犯罪は

人々に背き関係を破るものである。犯罪は物事を

正常に戻す義務を生じさせる。司法は，被害者，

行為者及び地域社会を関与させて，その回復，和

解及び再保証を促進する解決を見出すものであ

る」と述べている 29。また，ライト (MartinWrigh-

t)は「新しいモデルにおける犯罪への対応は，行

為者に害悪を科すことでなく，その状況を元に戻

すためにできるだけ多くのことをすることであ

る。地域社会は被害者に援助を与え，行為者は責

任あるものとして償いをすることを要求される。

関心は，結果だけでなく，被害者と行為者双方の

感情と人間性を尊重するプロセスを発展させるこ

とにも向けられる」と述べている。クラッグ

(Wesley Cragg)は，修復的司法を，権力の正当

な行使に頼らないで，赦し，思いやり，情け，理

解を通して紛争を解決するプロセスと述べてい

る300

これらに共通するのは，まず，犯罪の見方であ

る。修復的司法は，犯罪は国家ではなく被害者に

対する行為という古くて新しい見方を提供してい

る。次に，修復的司法は，従来の司法や処遇とい

う考え方とは全く異なった司法のあり方を示して

いる。つまり，応報的司法は処罰に注目するのに

対して，修復的司法は，行為者，被害者，地域社

会の幅広い関係に目を向け，被害者が被った物質

的，精神的損害の回復に注目している 31

なお，表32は応報的司法と修復的司法を比較し

た表である。修復的司法の特徴を分かり易くする

ために載せておく。



修復的司法に関する一考察

表応報的司法と修復的司法の比較

応報的司法 (retributivejustice) 修復的司法 (restorativejustice) 

犯罪は国家に対する行為 犯罪は他者と地域社会に対する行為

犯罪統制の主体は刑事司法 犯罪統制の主たる主体は地域社会

行為者の責任は刑罰を受けること 行為者の責任は被害回復を行うこと

犯罪は個人的責任による個人の行為 犯罪は個人的責任と社会的責任の両面を持つ

刑罰は効果的である 刑罰だけが行動変容に効果的というわけではない。刑

a 処罰の威嚇は犯罪を抑止する 罰は地域社会の調和や良好な関係性を破るものである

b.処罰は行動を変容する

被害者は手続の周辺に位置付けられる 被害者は手続の中心に位置する

行為者は不完全な者として定義される 行為者は被害回復を行う能力のある者として定義され

る

回顧的な非難，罪責に焦点 将来に向けた問題解決に焦点

論争的な関係の強調 対話，父渉の強調

苦痛の付与とそれによる抑止，予防 両当事者の修復の方法としての損害賠償。和解及び修

復という目標。

地域社会は国家により抽象的に代表される傍観者 地域社会は修復過程における促進者

行為者の過去の行為に焦点を当てた対応 行為者の行為の有害な結果に焦点を当てた対応。将来

の強調。

代理人としての専門家への依存 参加者による直接的関与

服部朗「修復的少年司法の可能性J F立教法学~ 55号 251頁から抜粋

2. r修復」の内容について

(1) 修復的司法における「修復」とは具体的に

どのようなことを意味するのか。被害者，行為者，

地域社会の「修復」の内容について述べる330

① 被害者の修復 (restoringvictim) 34 

現在の少年司法制度は，被害者よりも行為者に

焦点が当てられている。そのため，被害者のニー

ズに対して，十分な対応が取られていない。そこ

で，修復的な少年司法は，まず、被害者のニーズに

注目する 35

また，修復的司法は，行為者が被害者や地域社

会に対して与えた被害を認識し，償いをすること

によってはじめて真の社会復帰が達成される。同

様に，地域社会の安全確保のために，被害者のニー

ズ，地域社会における効果的な紛争解決及び和解

の手続の採用とに関心を向ける。被害を確認し，

将来の被害を予防すること(公共の安全)につい

て，地域社会及び行為者だけでなく被害者も本質

的な役割を有する。したがって，被害者のニーズ，

行為者及び地域社会は，これを別々に切り離して

取り上げることはできない。

② 行為者の修復 (restoringoffender) 36 

修復的司法は，被害の回復をもっとも重視する

が，行為者を再統合することも重視する。被害回

復を行う行為者の義務を強化し，被害回復を確実

に進めた後には，地域社会の人々は，行為者の社

会復帰を推進する条件作りをする。ただし，重大

な危険性を示す暴力的犯罪者をも地域社会に戻す

べきだとは考えていない。隔離するよりも，地域

社会の予防能力を強化する施策があるならば，地

域社会に基礎を置いたプログラムを行いたいと考

えている。しかし，一方で公共の安全に対し重大

な危険性を示す行為者から社会の人々を守る拘禁

施設の必要性を認めている。

③ 地域社会の修復 (restoringcommunity)37 

ネス (DanielVan N ess) によると，修復的司

法は，ミクロレベルにおいては，被害回復に焦点

を当て，個々の犯罪の被害を取り扱う。マクロレ

ベルにおいては，犯罪に至る紛争を平和的に解決

し，暴力の悪循環を断つことができる，より安全
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な地域社会を築く。少年司法制度と地域社会は，

犯罪に対するミクロとマクロの両方の応答におい

て協同的・補完的な役割を演じなければならない。

司法制度は秩序に対し責任があり，地域社会は平

和の回復と維持に対し責任がある。地域社会の安

全は，単に個々の行為者の隔離や処遇によって達

成できるものではない。市民と被害者は，行為者

の社会復帰と危機管理に関与するだけでなく，社

会内での紛争解決 (alternativedispute solution) 

等の予防的手続に積極的に関与しなければならな

しコ。

(2) ，-修復」の内容について，簡単にまとめてお

く。 (OJJDP報告が述べる)修復的司法はまず被害

の修復を重視する。しかし，物質的な被害を埋め

合わせればそれで済むというものではなくて，被

害者のニーズは，司法手続への参加や，司法手続

の中での決定の役割にも及んでいる。また，行為

者の修復は，行為者が被害回復をした場合に与え

られる社会の寛容と援助によって修復されると考

えている。つまり，犯罪により破られた行為者と

被害者・地域社会との関係の修復が行為者の修復

である。しかし，被害回復をなすことが再社会化

の絶対条件であり，それを欠くところに行為者の

修復は存在しない。なお，ここで注意しておかな

ければならないのは，重大な危険性を示す行為者

には，社会の安全のため，隔離の必要性を認めて

いることである。隔離したからといって，行為者

が修復されるのか，疑問に思うところである。危

険だから排除しようという考え方は，何の修復に

も結びつかないと思われる。さらに，地域社会に

おける修復は，地域社会における平和の回復，地

域社会の犯罪予防能力の向上ということである。

修復的過程に市民の参加を認めていることは非常

に興味深いところである 380

3.少年自身の回復

OJJDP報告を参考に「修復」の内容について述

べた。これにより，修復的司法における「修復」

とは，大体どのようなものかが明らかとなった。

しかし，次の点に注意しておく必要がある。

すなわち，服部朗が述べているように，-この修
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復的司法モデルにおける少年の修復には，少年自

身の回復ということが視野に入れられていな

いJ390行為者の修復ということは一応言われては

いるが，そこで意味されるのは，行為者が被害回

復をした場合に与えられる社会の寛容や，能力の

発展に関し言われているところの社会生活技能の

獲得などである。しかし Iそもそも非行は，少年

の内にある葛藤から生まれてくることが少なくな

い。非行をする少年の心の中にも抑圧された状態

があるのであり，非行はこのような抑圧のはけ口

やその解決行動としてあらわれることがあ

るJ400 OJJDP報告における修復的司法モデルの

「修復」概念には，このような意味での少年の修復

は含まれていない。さらに言えば，非行原因や背

景を考えるといった視点は全く見受けられない。

少年自身の回復という視点が含まれない限り，根

本的な解決にならないと考えられる。最近増えて

いる「いきなり型」の非行も，同じ様に少年の心

のなかに葛藤がある。周囲が気づかないから「い

きなり」なのである。少年の内部では苦悩や葛藤

が存在し，あるとき突然その感情が押さえきれな

くなって非行が起こるのであるへまず，このよう

な少年の心を回復させないことには，本当の意味

での回復とは言えないだろう。

さらに，服部朗は「少年の回復と少年の責任の

自覚との相互関連という点も重要である。修復的

司法においては，責任の自覚は全ての出発点であ

り，その自覚のないところに少年の修復はな

いJ42。そして Iこの責任の自覚は，少年の自己回

復の結果生まれてくる。すなわち，少年が自己を

回復するプロセスの中で，初めて非行が他者をも

傷つけた行為であることを自覚できるようにな

るJ43と述べている。このことから，修復的司法に

おける加害少年の「修復」には，少年が被害回復

をした場合に与えられる社会の寛容や，社会生活

技能の獲得だけでなく，少年自身の非行原因や傷

(トラウマ)の修復といった視点も組み込んで考え

るべきことが導かれる。自分の傷が癒えることで

責任を自覚することがあるし，伺よりも形式的な

謝罪や儀式に終わらせるわけにはいかない。少年



の健全育成に結びつく視点を修復的司法に取り入

れることによってはじめて，真の意味での修復が

可能になる。この点について参考になるのが，以

下に紹介するミネソタ州の修復的司法プログラム

である。

第 3章 ミネソタ州における修復的司法プログラ

i込

修復的司法に関する一考察

についてである。ミネソタ州では，全ての裁判所

に犯罪被害者専用の事務所が設置され，複数の専

門スタップが常勤している。警察，司法，行政，

民間と連携しながら，柔軟にかつ迅速に被害者支

援を行っている。また，犯罪に限らず，あらゆる

社会的不利益(被害)を被った人々への支援も手

厚い490

修復的司法を行うためには，被害者からの理解

をf尋ることが必要になる。そのためには，ミネソ

日本における修復的司法プログラム44を考える タ州のように被害者への支援体制を整えることが

にあたって，本章では，アメリカのミネソタ州で 重要である。日本では，被害者支援活動がまだ始

行われている，被害者・加害者メディエーション まったばかりなので，この被害者支援をより充実

(VOM: Victim-offender mediation) 45について させることが必要だと思う。

検討する 460

この VOMというのは，結果志向的というより

対話志向的な調停であり，純粋モデルに結びつき

やすく，また，ミネソタ州で行われている VOM

は，捜査段階から保護観察段階に至るまで幅広く

行われており，二元モデルに結びつきやすい。さ

らに， ミネソタ州は修復的司法が非常に進んでい

るところであり，修復的司法に関するノウ・ハウ

を多く持っている。そこで，ミネソタ州、|の VOM

について検討したい。

第 1節 ミネソタ州におけるメディエーションと

その背景

(1) メディエーションは， トレーニングを受け

たメディエーターによって行われる。被害者と加

害者が対面できる機会を提供し，話し合いを通じ

て，加害者に事件の責任を持たせることなどを目

的として行われる。メディエーションには，被害

者や加害者の支援者も参加する場合がある。被害

者の家族や近隣の友人，加害者の親や叔父などが

参加し，それぞれの意見や考えを話す47。

(2) ミネソタ州においては，警察段階や保護観

察所の段階，あるいは処遇期間中などの段階で，

メディエーションが行われる 48。日本も，ミネソタ

州のように様々な段階でメディエーションを行う

べきである。しかし，次の点に注意しておく必要

がある。それは， ミネソタ州の被害者支援の状況

第2節 メディエーター(仲介者)について

メディエーションへの参力日を促し，準備をし，

対面する場面において進行の役割を果すのがメ

ディエーターである。

1. メデイエーターの役割

(1) 被害者と加害者の双方が直接に会って話し

合うということは，被害者にとっても，加害者に

とっても大変勇気のいることで，最初から可能な

ことではない。メディエーターが，その聞をうま

く取り持つことで，はじめて成功することである。

被害者・加害者メディエーションが成功するかど

うかは，メディエータ一次第とも言える。このメ

ディエーターに求められる具体的な役割として

は，まず，①被害者の体験を聴く，②加害者の体

験を聴くということである。①②を行うことで，

被害者や加害者がどのような気持ちであるか，ど

のようなことを求めているのかといったことを理

解する 50。このときに重要なことは，意見や質問を

しないで，中立的な立場をとることである。被害

者，もしくは加害者のどちらか一方に味方した立

場を取ると公平性が保てなくなるためである。

次に，③対面のための事前面接をするという役

割がある 510 加害者に謝罪や弁償の意思があるか

どうか，どのように被害者の被った損害を回復す

るのか等，被害者・加害者に話しを聴く。そして，

被害者・加害者ともに対面することに同意した場
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合，メディエーションの日時・場所等を決定する。

この事前面接において，メディエーターは，話を

まとめることはしないで，基本的に傾聴するだけ

である。もっとも，賠償について両者に要求の違

いがあった場合は参考となる例をあげたり，会う

場所についての希望がなければ，安全な場所を提

案する。メディエーターの役割は，対面を強要し

たりプレッシャーをかけたりすることではなし

これまで『会ってみてよかった』とされる例が多

いことなどを話し~一緒に会ってみますか」と励

ましながら参加を促すことなどにある。

そして，④対面での話し合いを仲介することが

ある 52 この対面での話し合いは，以下のように進

められる。まず，被害者・加害者双方に，事件で

何が起き，何を感じたかについての話をしてもら

う。次に，両者の了解を得ることができれば，損

害の程度とどのような弁償が必要かということに

ついて話が行われる。そして，具体的な被害回復

の方法が議論され，両者が合意に至れば書面白を

交わす。必要があれば次回の話し合いを設定する。

その後，一同に感謝の言葉を述べて話し合いを終

える。このような流れで，直接対面が行われる。

この直接対面において注意しておかなければなら

ないことは，メディエーターは，ジャッジではな

いということである。メディエーターの役割は，

その話し合いが両者のものであることを確認して

参加意欲を高めたり，やり取りを助けたり，話し

合いの中で敬意をもって接せられたと感じられる

ようにメディエーションを行うことである。両者

が満足できるように導くことが大切である。不満

が残るようなメディエーションをするわけにはい

かない。そのため，被害者，または加害者が，自

分の言いたいことを言い出せないでいる時には，

助け舟を出して，話しやすい状況に運ぶ、ことが大

切である。

(2) メディエーターにおいて重要なのは，中

立・公平ということである。加害者もしくは被害

者，どちらか一方に偏ってメディエーションが進

められた場合，両者が満足できる結果を導くこと

は難しいだろう。これは，①~④のすべてにおい
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て言えることである。中立・公平という点に注意

して，被害者・加害者聞の要望をうまく調整する

ことがメディエーターの役割である。日本におい

ても，この中立・公平ということに十分注意する

必要がある。そのためには，メディエーターを採

用する際に，中立・公平を保てそうな人を採用す

るなど工夫することが大切である。

2.メデイエーターの採用

メディエーションの運営には，メディエーター

(仲介者)の資質と技量が大きく影響する。ミネソ

タ州では，メディエーターの採用は，一般から応

募する場合と，警察官などが訓練を受けてそれに

あたる場合とがある。一般から応募する場合，新

聞などのメディアを通じて募集し，申し込んだ人

の中から適'性を持った人を採用する。また，適性

以外で考慮すべき点として犯罪歴がある 54。日本

においても，メディエーターを採用するにあたっ

て，新聞などのメディアを通じて一般から募集す

ることで，司法に従事する者に限らず，幅広く採

用すべきである 55

以上，ミネソタ州における被害者加害者メディ

エーションについて検討した。日本における修復

的司法を考えるにあたって参考にしたい。

第4章修復的司法の問題点

修復的司法にも批判的な見解がある。また，メ

ディエーションの「マクドナルド化」という大き

な問題がある。こうした問題点を検討しないで，

修復的司法の導入を考えるわけにはいかない。そ

こで，以下に，山口直也の批判を取り上げ，修復

的司法の問題点について検討したい。

第 l節山口直也の批判

(1) 山口直也は，次のように述べて，少年司法

への修復的司法導入について批判的に論じてい

る。「刑事司法よりも，少年司法の方が被害者に

とってストレスになる(詳しくは第1章第1節に

おいて，少年司法のストレスについて述べた)。だ

が，被害者の権利の保障，社会の安全性の確保，



加害者の社会復帰の促進という三つの課題を同時

にバランスよく達成できることが『売り物』の修

復的司法の論文等においては，既述のようなスト

レスが意識されているにもかかわらず少年法の理

念との関係で語られていない。もし，安易な考え

で少年司法の領域で取り入れられれば少年法の理

念そのものを揺るがすことにならないかJ560 そこ

で，山口直也のこのような批判について，以下検

討を加える570

① ディパージョン段階での謝罪について

山口直也は r修復的司法では被害者のニーズを

満足させることが目的とされている。被害者の

ニーズを満足するためには，被害を弁償する，謝

罪をするなど様々なことがある。しかし，少年自

らが成長して本当の意味で被害者に謝罪し，悪

かったと思えるまでには時間がかかるのが通常で

ある。ディパージョン段階のメディエーションで

謝罪をしても，本当の意味での謝罪といえるのか。

さらに，通常非行は家庭環境などが複雑に絡み

合って起きている。被害者や社会に対する謝罪を

強要してみても，根本的な解決にはなり得ないの

ではないか」と述べて，修復的司法の導入を批判

している。

たしかに，ディパージョンの段階で行うのは，

本当に悪かったと思って謝罪するのか，疑問がな

いわけではない。しかし，そもそもメディエーショ

ンを実施するためには，仲介者によって被害者と

加害少年が対面しても大丈夫だと判断されること

が必要である。また，被害者・加害少年双方とも，

会ってみたいと言わなければ直接対話することは

できない。だから，ディパージョン段階で行うに

は早すぎると仲介者によって判断されたり，両当

事者が参加に同意しないのであれば行われること

はない。逆に，両者とも会いたいと言い，仲介者

が会っても大丈夫だと思うのであれば否定する理

由はない。さらに r直接対面」を行って被害者の

被害の実情やその影響を，被害者自身から聞くこ

とは，どんな矯正教育を受けるよりも少年の非行

克服につながると思われる。したがって，ディパー

ジョン段階であってもメディエーションを行うこ

修復的司法に関する一考察

とはできる。

また，家庭環境，社会環境などが複雑に絡み合っ

ている場合，謝罪を強要しても根本的な解決にな

らないと批判している。私もこの点は，根本的な

解決にならないと考える。家庭内で少年が親から

虐待を受けているといった場合には，少年だけに

注目しても意味がない。その場合には，少年にカ

ウンセリングを受けさせるのはもちろんのこと，

少年の親にもカウンセリングを受けさせるなどし

て，状況を改善することが必要である 58 家庭環

境，社会環境の問題にも対応することが必要であ

り，決して謝罪を強要してはならない。

② 地域による監視

山口直也は r修復的司法は地域社会の安全を得

ることを目的にしている。この目的のもとでは，

例えば少年に対する監督指導などを通じた地域社

会の監視によって再非行を防止するなどが考えら

れる。しかし，このことは危険性が感じられる場

合には地域社会に受け入れられないことを前提と

したものである。わが国の少年法の目的は，少年

が社会復帰しやすい社会環境を整えることであ

る。修復的司法は本来の社会内処遇とは異なった

非行少年の地域的監視という状況を生み出してし

まうのではないか」と述べて，導入を批判する。

この批判に答えるにあたって，まず，地域社会

の監視という批判がなぜ出てくるのか述べておき

たい。山口直也はアメリカ少年司法(OJJDP報告)

をもとに，このような批判を千子っているわげだが，

アメリカの少年に対する修復的司法は，厳罰化を

前提として行われている 59。そのため，犯罪を犯し

た少年に対しては厳しく対応しようとする。この

ことから，少年を地域で監視して，悪さをしない

か見張っていようという考え方が出てくる。それ

ゆえ，このような批判が述べられるのだろう。し

かし，日本はアメリカほど厳罰化が進んでいるわ

けではない。少年法の理念はなお重要視されてい

る。危険性が感じられる場合には地域社会に受け

入れられないとまでは考えられていない。少年の

可塑性に注目し，少年はいまだ成長発達の過程に

あり，将来的に立ち直りや更生の可能性が高いと
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考え，成人とは異なる教育・福祉的な保護を行っ

ている。このような状況の下においては，少年が

危険だから地域みんなで監視しようというより

も，少年がスムーズに社会に復帰できるような社

会環境を作ろうという方向の方が望ましいので、は

ないか。したがって，少年法の理念を大切にする

限り，非行少年の地域的監視という状況にはなら

ないと思うし，そのような状況になってはならな

いと考える。

③ 社会統制網の拡大(ネッ卜・ワイドニング)

の危険

山口直也は I社会統制網の拡大の危険がある。

修復的司法プログラムの代表例であるメディエー

ションの実施がいわゆるディパージョン段階に集

中していることで，アメリカでは少年司法への過

剰な介入を招く結果になっている。わが国でも

デ、イパージョン段階で行われた場合，社会統制網

を拡大することになるのではないか」と述べて批

判する。

たしかに，山口直也が述べるように，社会統制

網の拡大を懸念する意見も多い。しかし，西オー

ストラリアにおいて，修復的司法制度の導入と警

告制度の相乗効果で，審判において有罪判決を受

ける少年が半分以下になったという報告もあ

る60。したがって，修復的司法を導入したからと

いって必ずしも社会統制網を拡大することになる

というわけではない。また，②地域による監視に

おいて述べたが，アメリカ少年司法は厳罰化が根

底にある。それゆえ，少年に厳しく対応しようと

するので，過剰に介入するおそれがある。これに

比べると，少年法の理念を重視する日本では，社

会統制網を拡大する可能性は低いと考える。よっ

て，ディパージョン段階で修復的司法が行なわれ

たとしても，社会統制網が拡大することにはなら

ないと思う。

④ 被害者・加害者・地域社会のバランス

山口直也は I修復的司法は，本質的に被害者の

権利，地域社会の安全，加害少年の発達援助のバ

ランスを図ろうとしている。しかし，少年司法の

領域における被害者の権利保護と社会の安全保護
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は，加害者の責任とは本来切り離して考慮される

べきではないか。また，検察官関与などが始めら

れた今，さらに修復的司法の観念を強調すること

は，わが国の少年司法の理念を歪め，アメリカの

少年司法61がたどった道を歩んでいく危険性をよ

り高めるのではないか」と述べて，その導入を批

判している 620

しかし，被害者の権利保護・社会の安全保護・

加害者の責任，これを切り離して考えるのは難し

いと思われる。加害者が責任を果すことで被害者

の権利が保護されることもあるだろうし，社会の

安全保護ということを考えるのであれば，加害者

が自身の責任を果していることが必要になってく

る。簡単に切り離して考えることのできるもので

はないと思う。

また，原則逆送などが始められた今，さらに修

復的司法を行うのは少年司法の理念を歪めてしま

うことにならないかと述べている。しかし，修復

的司法に「少年自身の回復」という点を含めて考

えれば，少年の非行克服，健全育成，成長発達権

の保障という点も重視することができ，少年法の

理念を歪めることにはならないと考える。日本で

修復的司法を行うとき，この点に気をつければ，

アメリカ少年司法と同じ道をたどることはないと

思う。

⑤ 少年の立ち直り

山口直也は I修復的司法の考え方は，少年司法

の本来の使命であると考えられる少年の要保護性

の認定，それに応じた処分といったことを歪めて

しまうのではないか。また，非行の原因がどこに

あり，立ち直りのためにそれをどのようにケアし

ていくかが少年司法の大きなポイントであると考

えられるが，見ず知らずの被害者との関係を修復

するという要素が強調されるあまり，家族関係の

解決など少年にとって重要な要素が無視される。

修復的司法は，典型的な少年事件に適用できない

のではないか」と述べて，批判している。

しかし，本当に，修復的司法の考え方は，典型

的な少年事件に適用することができないと言える

のか。 OJJDP報告における修復的司法では，少年



修復的司法に関する一考察

自身の回復が含まれていなかった。少年自身の修 と考える。

復を含めて考えないと，非行の原因がどこにある

か，立ち直りのためにそれをどのようにケアする

のかという視点が入らなくなる。この場合，少年

司法の理念が狭められるおそれがあり，その限り

でこの批判も正しい。しかし，④でも述べたが，

私は少年自身の回復ということも含めて考えてい

る。被害者との関係修復という点も重要であるが，

少年の非行克服という点も重視すべきだと思う。

そのように捉えれば少年司法を歪めることはない

と考える。

(2) 以上，山口直也の批判的な見解について検

討してみた。その結果，修復的司法に少年法の理

念を組み込んで考えないために生じる批判だとい

うことが明らかになった。すなわち，アメリカ少

年司法 (OJJDP報告)における修復的司法には，

少年自身の回復ということが組み込まれていな

い。そのために，少年の心の傷を解決することや，

少年の家族関係・学校での問題解決といったこと

まで踏み込んで考えることはない。被害の修復と

いう点のみが強調されてしまい，少年の視点が無

視されがちになる。この少年自身の回復とは，ま

さに少年法の理念である，少年の健全育成，成長

発達権の保障といったものを意味する。それゆえ

にパ少年自身の回復が含まれていない修復的司法

のまま)日本に導入されると少年司法の理念が歪

められてしまうのではないか，と批判される。

さらに，アメリカ少年司法における修復的司法

に，少年自身の回復という視点が組み込まれてい

ないのは，厳罰化の考えがその根底にあるからで

ある。すなわち，少年であっても厳しく対応しよ

うとするので，少年の非行原因を突き止めて解決

しようといった考え方が後退する。そのために，

少年自身の回復という視点が組み込まれなかっ

た。②地域による監視，③社会統制網の拡大の危

険という批判が出てくるのも，厳罰化の考えが反

映されているからだと思われる。日本で修復的司

法を行うためには，少年の健全育成・成長発達と

いう理念を修復的司法に組み込むことが必要であ

り，また，少年法を厳罰化から守ることが重要だ

第2節 ファーストフード式の調停

(1) 修復的司法が主流化する一方で Iマクドナ

ルドイ七」と呼ばれる問題が起こっている。これは，

被害者・加害者メディエーションの焦点が I関係

者の癒しの機会の提供や一つの区切りをつける」

ことから Iディパージョンの増加による裁判所の

過重な負担の軽減」へとシフトしてしまうという

ものである。さらに，負担軽減へと焦点がシフト

した結果，効率と事件の迅速な処理という価値が

強調され，事前の個別ミーティングの省略や被害

弁償の合意に意識が集中するという問題が生じて

いる。そこで，この「マクドナルド化」について

検討したし3630

① 理念の喪失(その I) 

米国の一部では，被害弁償を話し合うことを目

的として，被害者・加害者メディエーションが行

われる。また，被害弁償を得るために強制的にプ

ログラムに参加させられる被害者や，仲介者の能

力不足のためにプログラムによる再被害化を報告

する被害者もいるようである。

しかし，修復的司法は，被害弁償を目的として

行われるのではない。被害弁償の同意は二次的な

意味しか持たない64。また，被害者が強制的に参加

させられることもあるようだが，修復的司法は任

意で行うことに意味がある。修復的司法において

重要なのは対話の過程そのものである。対話とい

う最も重要な点を軽視してはならない。

② 理念の喪失(その 2) 

プログラムを事件送致の多さで正当化し，効率

的にプログラムを進めようとする。また，加害者

中心の刑事司法機関である保護観察局などによる

被害者・加害者メディエーションの増加により，

被害者の役割が軽視されるという危険もある。保

護観察ベースのプログラムは，被害者は実際に参

加しなくてもよいので，加害者と直接対話する機

会を与えるという目的が欠落し，加害者の修復責

任や共感の強化も期待できないという。

たしかに，修復的司法が主流になれば，多くの
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被害者・加害者メディエーションが行われること

になる。しかし，だからといって，効率的に行う

ことに重点、が移ってはいけない。癒しを得ること

が重要である。簡略化されて行われた場合，癒し

を得ることは難しいだろう。被害者・加害者が参

加し，話し合うことが最も大切である。対話した

上で合意を結ばないと，不満の残る調停になって

しまうおそれがある。

(2) 被害者・加害者メディエーションが欧米で

普及し，マクドナルド化が進行した背景には，ま

ず強制施設の過剰拘禁があり，その解消のための

代替策という色彩が強い。被害者運動もその制度

化に一応寄与しているが，日本の方が被害者問題

を重視して被害者・加害者メディエーションを導

入しようとしている 65。そのため，欧米と日本とで

は，被害者・加害者メディエーションを導入しよ

うとする背景も状況も異なっている。それゆえ，

欧米のようにマクドナルド化が進行する危険性は

小さいと思われる。しかし，被害者に焦点を当て

た日本だからこそ，マクドナルド化には気をつけ

なくてはいけない。マクドナルド化が生じた場合，

最も苦しむのは被害者だからである 66。そうなれ

ば，修復的司法を導入しようとした意味が失われ

てしまう。本末転倒である。修復的司法において

重要なのは被害者・加害者間で対話をするという

過程そのもののはずであり，その過程が省略され

ては意味がない。そして，マクドナルド化に陥ら

ないためには，対話の重要性を意識することが必

要だと思う。ただし，注意すべきことがある。そ

れは，メディエーションを行う組織だけがこの点

を意識すればよいというのではないことである。

メディエーションを行う組織，警察，裁判所など，

修復的司法に関わるもの全てが「対話重視」とい

う点を意識することが必要である。

この点について，宮崎聡は Iメディエーション

は，通常は弁済の同意書や計画書が作成されて終

了する。しかし，アンプライト教授は，本来，被

害弁済の同意は二次的な意味しかもたないと強調

している。もっと大切なのは対話がそこで行われ

ることなのだJと述べたうえで Iしかし，現実は
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そんなに悠長ではない。カリフォルニア州のある

郡では，同意書が取れるか否かが最大の関心事で

あり，被害弁済を期待して，警察や裁判所は事件

をプログラムの遂行機関に委託するのだ」という。

そして I事件を委託する側とプログラムを実施す

る機関側との意思疎通に欠ける面がある」と述べ

て Iプログラムをもり立てるためには，関係機関

相互がそのヴィジョンを共有して連携を図ってい

くことが必要だ」と主張しているぺ各機関の意識

が統一されていなければ，修復的司法プログラム

をうまく行うことはできない。したがって，関係

機関相互に「対話を重視」して行うというヴィジョ

ンを共有して連携を図っていくことが大切だと考

える。

第 5章少年司法における「保護」の理念

第 4章において，修復的司法の問題点について

検討した。修復的司法においても，少年法の理念

を重視しなければならないことが明らかになっ

た。しかし，少年法の理念にも，実は争いがある。

社会防衛を重視した立場と，人権を重視した立場

の争いである。そのため，少年法の理念の捉え方

が異なれば，自ずと修復的司法の進む道も異なっ

てくる。そこで，改めて少年法の理念について検

討する。

第1節司法機能と福祉機能

家庭裁判所は，司法裁判所であるとともに福祉

裁判所でもあるから，家庭裁判所が，司法機能と

福祉機能とを同時に発揮することが期待されてい

るという点で争いはない。しかし，この 2つの機

能が発揮される具体的な形態およびそれぞれの機

能が持っている意味については，厳しい見解の対

立がある 68。これは，少年法の中核に位置する問題

であり，少年法の「保護」理念にも関係してくる。

そこで，この司法機能・福祉機能について明らか

にする。守屋克彦が，司法機能・福祉機能につい

て整理・分析しているので，彼の見解を参考に論

ずる 69



1. 司法機能70

① 司法機能の概念の捉え方に関しては，もっぱ

ら手続面に司法機能を期待するものとして，適

正手続の保障・人権保障の機能として捉える立

場がある。

② 次に，司法機能のなかに手続的な側面のみな

らず，社会防衛ないし公共の秩序維持という実

体的な側面をも含めて捉える立場がある。司法

機能に人権保障機能とともに，社会防衛機能を

盛り込んで、，福祉機能と対立する意味を持たせ

たうえで，具体的事件処理において，この両機

能の調和を図るべきだとする。

2.福祉機能71

a 福祉機能の捉え方についても，異なる立場が

ある。まず， '38罪的危険'性の除去」を意味する

ものとして捉える立場がある。これは，警察・

家庭裁判所・執行機関という司法関係機関が，

伝統的な刑事政策の枠内において，非行少年に

対する処遇を行う。そして，それで足りると考

える。福祉機能をもっぱら家裁の保護処分に対

して期待する。

b. これに対して，文字どおり少年の福祉を健全

な育成に資するものとみる立場J，言い換えると

「人格の全面的かつ円滑な発展をはかること」と

みる立場がある。これは，人格の全面的かつ円

滑な発展によって，ひいては犯罪的危険性の除

去をも期待する。また，非行少年に対する処遇

を司法機関が独占するのではなく，学校，家庭，

地域社会によっても行うことができると考え

る。福祉機能を，保護処分にとどまらず，少年

審判手続き全体，特に家裁調査官の社会調査の

過程に対して期待する。

3. 司法機能と福祉機能の関係72

(1) 守屋克彦によると，少年法から刑事特別法的

な色彩を完全に否定することはできず，少年の

健全な育成を図ることを目指すとはいっても，

現実に自由の拘束を伴う強制力を科し得るとす

る制度的な基礎には，やはり非行ないし犯罪か

ら社会を防衛するという思想があることを否定

することはできない」という。したがって，司

修復的司法に関する一考察

法機能を①適正手続の保障・人権保障と捉える

立場においても，社会防衛が度外視されている

わけではない。むしろ，司法機能を①と捉える

立場においては，社会防衛は，少年の健全な育

成をはたすことによって達成されるJ73。この意

味において，社会防衛は福祉機能にとり込まれ

るO 司法機能を①適正手続の保障・人権保障と

捉えた場合 bの「人格の全面的かつ円滑な発

展」を意味する福祉機能に結びっくことになる。

(2) これに対して，②のように司法機能に社会防

衛も含めて理解する場合，福祉機能との関係は

どうなるか。②は，社会防衛を司法機能の中に

組み込む。そして，福祉機能と並立する対等の

位置に置き，具体的事件処理において，社会防

衛と福祉機能の調和が図られるべきだと考え

る。しかし，守屋克彦が述べるように，社会防

衛を意味する司法機能と少年個人の健全育成を

図る福祉機能とは厳密に考えると全く対立する

要求を含みかねない」ものであって，両者の機

能の調和ということは理論的にも，実践的にも

極めて困難なものを含んでいる。そして，この

調和理論が安易に使用されると，社会防衛の要

求のみが実質的に貫徹する結果」となりかねな

い74。この場合，福祉機能は，再非行の防止・

犯罪的危険性の除去と同ーの内容を与えられる

ことになり，社会防衛のために科せられる刑罰

の反射的効果に過ぎない」ものになる 75。②のよ

うに司法機能に社会防衛を含めて理解する場

合 aの「福祉機能を犯罪的危険性の除去に限

定」して考える立場と結び、つく。

以上から分かるように，(1)は，福祉機能を少年

の人格の全面的かつ円満な発展として捉える。福

祉機能が達成することで，社会防衛も満たされる

と考える。 (2)は，福祉機能を犯罪的危険性の除去

に限定して捉える。福祉機能は社会防衛の反射的

効果として認められるに過ぎない。この 2つの理

解に対応して，少年法の「保護」理念の捉え方も

異なってくる。
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第2節 2つの保護理念

1.社会防衛的な保護理念76

(2)の立場から導かれるのが，社会防衛的な保護

理念である。これは，社会防衛の達成のために犯

罪的危険性・非行可能性の除去を行うという意味

の保護理念である。このように捉えられた場合，

少年は，社会防衛という社会的利益の達成のため

に，犯罪的危険性・非行可能性を除去される客体

としての地位に置かれる。少年は保護の客体でし

かない。このため，少年は主体的地位が保障され

ず，いまある自律的人格・自己決定権(憲法13条)

が尊重されることはない。

2.人権保障的な保護理念77

(1)の立場から導かれるのが，人権保障的な保護

理念である(ケース・ワーク思想，司法福祉論な

どがある)780 この「保護」理念は，少年の成長発

達する権利の全面的な保障を通じて，少年が自ら

主体的に非行を克服することを援助するものとし

て理解されている。

このような捉え方においては，まず，少年の成

長発達の可能性が認められ，その可能性に基礎づ

げられた成長発達の権利が与えられる。そして，

成長発達の権利の全面的な保障を通じての，その

結果としての非行克服を援助することが認められ

る。つぎに，成長発達の主体である少年のいまあ

る自律的人格が尊重され，その成長発達を通じて

の非行克服においては少年の主体性が不可欠のも

のとして保障される。したがって，非行克服のた

めの援助にあたっては，少年自身の意見が尊重さ

れることが大切であり，少年の納得を得るための

努力が求められる。ここにおいて，成長発達の権

利保障と自律的人格の尊重はともに，少年に対す

る個人の尊厳・人格の尊重として要求される。

さらに，全面的な成長発達においては，それが

達成される通常の生活環境としての家庭，学校，

職場，地域社会における一般教育をまず重視する。

そして，一般教育を通じての非行克服のための援

助が追求される。一般教育のあり方が少年の成長

発達の阻害になる場合には，そのあり方を含んだ

援助が必要になる。一般教育との連携を基礎にし
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た家裁調査官の社会調査を通じて行われるケー

ス・ワークが，主要な援助手段になり，強制的処

分は最大限の謙抑性が求められる。

3.検討

社会防衛的な保護理念において，少年は保護の

客体でしかない。そのため，少年は主体的地位が

認められず，自律的人格として尊重されることは

ない。この立場に立った場合，少年に対する非行

克服などの活動は後退し，社会防衛が優先される。

もし，この保護理念を採用して，修復的司法を実

施すれば I少年自身の回復」は行われないだ、ろう。

また，非行少年に対する地域的監視が行われるお

それがある。したがって，少年法の理念を社会防

衛的な保護として捉えるべきではない。

では，人権保障的な保護理念はどうか。この保

護理念によると，非行克服において少年の主体性

は不可欠なものとして保障される。この場合に，

修復的司法を導入すれば I少年自身の回復」とい

う視点を組み込んで考えることができるであろ

う。また，刑罰などの強制的処分を控え，一般教

育を重視するので，社会統制網が拡大する危険性

も少ないと思う。さらに，少年の意見を尊重して

くれるので，少年にとって満足のできる援助を受

けることができる。そのため，人権保障的な保護

理念は，社会防衛的な保護理念よりも，少年の非

行克服を重視した理念といえる。したがって，人

権保障的な保護として少年法の理念を捉えるべき

だと考える 79。この点を踏まえたうえで，少年司法

における修復的司法の導入を考える必要がある。

第 6章 日本における修復的司法とは

第 l節対話重視の修復的司法

日本に求められる修復的司法は，あくまでも正

規の刑事司法や少年法の機能補完であって，公式

司法に代替することはないと思う 80。二元モデル

をとるため，そのように考えるのだ、が，柔軟に運

用するためには機能補完的に行われるのがよい。

また， ミネソタ州は，対話志向的な修復的司法で

ある。日本も，対話を重視したプログラムを採用



すべきである。ところで，被害者・加害少年間の

対話の意義という点について確認しておきたいこ

とがある。「被害者・加害少年との聞で事件につい

て和解がなされること自体が対話の目的ではな

い」ということであるへたしかに，対話がなされ

ることで，結果的に通常なら和解と呼ばれるよう

な何らかの合意に達することはありうる。しかし，

それは，あくまでも対話がなされたことの結果で

あるに過ぎず，はじめから両者聞の和解の成立を

目指して対話が行われるわけではない。また，被

害者は，何の落ち度もないにもかかわらず，理不

尽にもその権利を侵害され，深く傷つけられた

人々である。それゆえ，被害者から見れば，加害

者との和解を目指して対話するということになれ

ば，プログラムに参加すること自体に強い抵抗を

感じる場合も多い。特に重大な犯罪の被害者の場

合は，加害者との関係を修復するなどということ

はほとんどの場合においておよそ困難なことであ

る。対話プログラムにおいて重要なのは，被害者

と加害少年が会って直接対話するという過程その

ものだといえる。以上のように考えないと，合意

文書を取れるかどうかが最大の関心事になり「対

言古」そのものがうまくいかないおそれがある。と

りあえず合意できたからそれでよいというのでは

なし被害者・加害少年ともに満足するプログラ

ムでなくては，本当に「修復できた」とは言えな

い。では，どのように修復的司法を行えばよいの

か検討する。

修復的司法に関する一考察

エーション実現に向けての合意があれば，捜査段

階から矯正段階，あるいは少年院退院後でもよい。

ミネソタ州のように様々な段階で行えるほうが，

被害者・加害少年の対面にとって適切な時期を慎

重に判断できるので望ましい。それに，双方の合

意があれば，メディエーションの実現を拒む理由

はなし向。しかしながら，どの時期に最も力を入れ

て修復的司法に取り組むかという問題は別に考え

る必要がある。全ての段階に同じだけの力を注い

で修復的司法を行うとなれば，どの段階にも多く

の人材・資金が必要となる。となれば，最も力を

入れて行わねばならない時期に，必要なだけの人

材・資金を確保できず，満足のいくメディエーショ

ンを行うことが出来ないおそれがある。その点に

注意しなければならない。

私は，処分が決まった矯正段階以降に最も力を

入れて行うべきだと思う。試験観察において行う

場合は別として，少年審判が家裁送致から約3週

間目の期日に行われているという実務に照らせ

ば，その時間内に被害者と加害少年双方の同意を

得た上で両者を対面させることは，被害者の感情

から見れば時間的に困難な場合がある。重大な被

害を被った場合においてはより困難であろう 850

また，加害少年自身が大きな問題を抱えている場

合，まずその問題を解決することが必要である。

そのため，矯正段階以降に最も力を入れて行うべ

きだと考える。

第4節誰が行うか

第2節 どのようなケースについて行うか 1. NGO・NPO主導型

加害少年が事実を争っていない場合で，被害者 NGOまたは NPOが実施主体になって行うこ

と加害少年の双方がメディエーションの実施にっ とが適当だと考える。すなわち，修復的司法のた

いて合意し，事件がメディエーションを行うに適 めに設立された民間組織が，警察・家庭裁判所・

切と判断されれば，基本的に制限はないと考え 保護観察所などから委託を受け，メディエーショ

る820ただし，重大事件を扱う場合には，より慎重 ンを行うのがよい。それは，裁判官・調査官では

に対応することが必要であるべ 修復的司法における専門的知識が不足している

第3節いつ行うか

メディエーションをいつ行うかという時期の問

題は，基本的に被害者と加害少年との聞でメディ

し，仕事が増えるという点で，家庭裁判所自らが

加害少年・被害者のために働くことには限界があ

る86。そして，何よりも中立性を確保するために

は，民間組織に委託するのが一番ょいと思われ
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る87。そこで， NGOまたは NPOが主体になって

行うのがよいと考える。ところで，保護観察段階

に修復的司法を行う場合，保護観察官・保護司に

任せてはどうかという意見をよく聞く 88。そこで，

この点について私の意見を述べておきたい。たし

かに，保護司は地域に密着しているので，その地

域性を生かした対応が可能であり，その点ではょ

いと思われる。しかし， (a)メディエーションの進

行・調整には，相当程度の専門知識と研修を必要

とし， (b)保護観察は，期間の上限が法定されてお

り，少年院仮退院者，保護観察処分少年ともに，

実際の保護観察期間は 1年程度の者が多いことか

ら，期間内に十分な調整ができない場合がありう

る89。このような場合， (a)では保護観察官・保護司

の研修費用を国が全額負担しなければならなくな

る。また(b)だと，メディエーションができる段階

に到達することなく保護観察期間が終わってしま

うおそれがある。それに，あと少しでメディエー

ションを行うことができる段階で保護観察期聞が

終わってしまった場合，どうするのだろうか。「保

護観察期間が終わったから後は別の者にお任せし

ます」となったら，仲介役として被害者・加害少

年から得た信頼が全てなくなってしまう。修復的

司法そのものに不信感を抱きかねない。さらに(c)

保護司は高齢者が多いという問題もある。現在の

保護司は退職者が多く，少年と年齢が離れすぎて

いる。このような人達では少年と話が合わないし，

説教するだけで少年の話をあまり聴こうとしない

者がいることも十分考えられる。そして(d)保護観

察の性質上，保護観察官・保護司が被害者と接触

する場合，加害少年の立場を代弁しているのでは

ないかと捉えられる可能性もある。そのように捉

えられてしまうと，加害少年と被害者の関係が，

(加害者の代弁者としての)保護観察を実施する者

と被害者の関係に置き換えられてしまうことにな

り，信頼を得ることが難しい900(a)~(d)のような問

題を抱えているのに，あえて保護観察官・保護司

に任せる必要はないと思われる。やはり，保護観

察期間も含む全ての段階において民間組織に委託

し，一貫して活動してもらう方がよいと考える。
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2.メデイエーター(仲介者)の採用について

ミネソタ州では，新聞などのメディアを通じて

募集し，申し込んだ人の中から適性のある者をメ

ディエーターとして採用している。日本において

も， (NGO・NPOが中Jむになって)ボランティア

を募集しメディエーターを採用するのがよい。

もっとも，全くの非専門家が実際の仲介手続を進

めることは難しい。十分なトレーニングを行い，

メディエーターに求められる能力を身につけるこ

とが重要である。なお，参加者が納得してメディ

エーションに参加できるかどうかは，メディエー

ターの人柄や接し方によるところが大きい。思い

やりを持って人に接し，人を受け入れることがで

き，信頼が得られるような資質を持った人がメ

ディエーターとして活動することが望ましい。仮

に，メディエーションが制度として普及しでも，

こうした人材を一定数確保することは容易ではな

い。十分な人の手当てができないままにメディ

エーションが制度化されると，対面実施や合意に

焦るあまり，参加者が十分納得できないまま話を

進めることにもなりかねない。そうなれば，結果

的に参加した人々の不満が募ることになるだろ

うへそこで，優秀な人材が集まるように活発な広

報活動を行うことが必要だと考える。メディエー

ターの採用という点に関し，私は，メディエーター

に大学生を採用してみたらどうかと考えている。

少年と年齢が近く，話も比較的合うと思う。保護

司のように高齢者ばかりという状態にするわけに

はいかない920

第5節 どのように行うか

1.対話参加の任意性

両当事者が「メディエーション」への参加に同

意していることが要件になる。被害者が少年との

対話を恐れるのは普通であるし，逆に少年が被害

者に責められることを恐れて参加をためらうこと

もある。メディエーターが両当事者と事前に何度

も会い，このような恐れを抱く必要はないという

確信に至ったときには，この点をよく伝えて「対

面してみてはどうか」と勧めたり励ましたりする



ことが必要である 93。ところで，修復的司法の目的

が被害者の被害回復を重要視していることを考え

れば，被害者の参加が強制されることはあまり考

えられない。しかし，少年の自己決定権があまり

認められていない，なかば強制的な矯正教育教育

観を持っている現在の少年院(矯正段階)では，

任意に行われないかもしれない。このような少年

院の風潮は，少年法の理念である保護主義の捉え

方に問題があると考えられる。少年を保護の客体

と見る国親思想、に基づくためである 940 このよう

な捉え方ではなく，少年の主体的な非行克服を援

助する成長発達権に基づいて保護主義を捉えるべ

きである 95。少年院での保護主義に対する捉え方

を変え，矯正段階に実施されるメディエーション

で，加害少年が強制的に参加させられないように

することが必要である。

2.対話の準備

NGO・NPO組織から選ばれたメディエーター

が，まず，事前に被害者と加害少年の双方にメディ

エーションの趣旨や目的などを十分説明する。そ

して，双方からその心情などを聞き，メディエー

ションに適するケースかどうか，時期的に熟して

いるかどうかなどについて確認する。加害少年の

反省が不十分であるとか，被害者がまだ不安定で

あるといった状況の場合には延期するなどすべき

である。当然のことだが，メディエーションは，

ただ単に被害者と加害少年を会わせてみるという

ことでは決してない。事件の重さや被害者の感情，

加害者の反省の度合いなどによっては，対面が二

次被害を生んだり，関係修復が期待できない場合

もある 96 無理にメディエーションを行うことは

せず，被害者・加害少年が対話するのにふさわし

い時期を探し出すべきである。

3.対話の参加者

両当事者とその家族が参加できるのはもちろ

ん，被害者の支援者や加害少年の支援者(教師，

弁護士，保護司，友人など)も参加できると考え

る97 場合によっては，その事件に関わった地域の

人なども参加できると思われる。重要なのは，当

事者以外の参加については，両当事者の了解を得

修復的司法に関する一考察

るとともに，被害者側と加害者側の人数のバラン

スが取とれるように配慮することである。どちら

か一方が有利・不利になる状況のもとで，メディ

エーションを行うわけにはいかないからである。

4.対話における弁護士の役割

直接対面する場に両当事者の弁護士が参加する

と思う。このとき弁護士はどのような役割をする

のだろうか。被害者を，または加害者を弁護する

のだろうか。明確にする必要がある。この点につ

いて，前野育三は「被害者が犯罪によって受けた

憎しみを語仇加害者が謝罪し，参加者の聞に加

害者に対する赦しの気持ちが熟成される過程は，

多くの部分が法的なプロセスとはいえない。この

部分に弁護士が参加するとすれば，カウンセラー

としての忍耐と受容的姿勢が要求されることにな

るであろう」と述べている。そして I弁護士の任

務は，加害者と被害者との対面の場にあるという

よりも，システムの運営が正義と公平に従って行

われる枠組みの，背後的保障ということになるの

ではないか。いつでも弁護士に相談できるという

場面設定があってこそ，安心して話し合いができ

るというものである」というへ私も，弁護士の役

割はシステムの運営が正しく行われるための背後

的保障ということになると思う。対立し争うとい

うのではなし両者の関係修復を行うという点を

考えると，そのような役割を果すのがよい。

さらに I直接対面の場は対話志向であることが

望ましし被害者の苦しみが語られ，加害者が謝

罪し，賠償への誠意を示し，その大要が取り決め

られるということに重点を置くべきであって，何

千万円というような多額の損害賠償額について，

その詳細を詰め，公正証書にするというようなこ

とは，直接の対面・対話外で行われるのがよい」

と述べている 990法律的な事柄は，直接対面・対話

外で処理できるようにして，対話に集中するのが

よいと考える。

5.対話の日時と場所

被害者・加害少年の便宜を図って，いつ・どこ

で行なうか決める。両者の意見を反映させること

が大切である。そして，両者にとって公平で安心
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できる場所(例えば弁護士会館・公民館，各種会

館など)を確保できるようにすべきである 100。対

話の公平性・中立性を徹底して確保することが重

要だからである。

6.対話の進め方

対話の進め方は次のように考える 101。まず，各

参加者が犯罪での自分の体験，犯罪によって受け

た影響を話す。被害者は被害の実情やその影響に

ついて話し，加害少年はなぜその非行を犯してし

まってのか，今非行についてどう思っているのか

話す。次に，被害者は「どうして自分が襲われた

のかJ ，.警察に通報したことで恨んでいないか」な

どの疑問や不安を加害者に尋ねたりする。その後，

被害の回復や少年の更生のために何ができるか話

し合い，その話し合いが合意に達したときには，

メディエーターはその内容を文書にまとめる。そ

して，参加者に合意内容が正しいか確認し，各参

加者の署名をもらってコピーを渡すことになる。

このように対話を進める。

なお，非公開を原則として，対話での各自の発

言については，合意文書に関わる事項を除き，録

音や記録は一切とらないのがよいと考える 102。非

公開の方が被害者・加害少年ともに自分の思いを

自由に話せるだろう。また，録音や記録にとられ

ると，.余計なことを言わないように」と考えて，

思っていることを話さないかもしれない。対話に

集中することのできる環境を作ることが大切であ

る。

7.対話のタイミング

何らかの処分の代わりとしてメディエーション

が実施されるようになると，一定期間内に結論を

出すことが求められる。対面までの期限や結論ま

での期限が設けられると，当事者の気持ちの整理

や対面に適したタイミングを待たずに事が進めら

れるおそれがある。また，期限があるために被害

者が加害者の表面的な謝罪でも受け入れざる負え

なくなるのではないかといった危慎も残る。メ

ディエーターは，事件の重さや事件発生からの時

間的経過，被害者の心情，加害少年の反省の度合

いなど様々な要素を考慮してプログラムによって
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回復が可能かどうかを判断し，回復できないと考

えた場合には，プログラムの実施を見送る措置を

取ることができるようにすべきである 103。

8.対話のあとで

合意文書での約束事項が守られたかどうか確認

し，必要があればフォローアップのための対話を

再度もうける 1040約束事項が破られた場合には，

従来の手続に戻すなどの処置を取る。

第6節被害者支援との関係

メディエーションは，被害者が加害少年に応報

的な感情をぶつけるために行われるのではない。

当事者間で犯罪を処理するために行うのである。

そのため，被害者支援を充実させるなどして応報

感情をできるだけ緩和することが必要であ

る105。しかし，一口に被害者支援といってもいろ

いろある。被害直後の精神的ケアや雑務処理の援

助をはじめ， PTSDの治療，証言への付添い，犯

罪被害に対する国家補償など。国が行うこともあ

れば民間組織主導に行うこともある。こうした被

害者支援はアメリカ・イギリスで活発に行われて

いる。とくに， NOVA (アメリカ)・VS(イギリ

ス)といった民間による被害者支援活動は参考に

なる問。このような海外での取組みを参考にし

て，日本の被害者支援をより充実させることが大

切である 107。さらに，被害者支援組織，修復的司

法を行う組織，警察，臨床心理士，弁護士などを

結ぶ，幅広いネットワークを構築し，様々なニー

ズに対応できるようにすることがこれから重要に

なると思う。

おわりに

以上，少年司法に修復的司法を導入することが

できないか，私なりの見解を論じてみた。そこで，

まず修復的司法の定義に関する争いについて検討

し，対話を重視する純粋モデルを採用する方がよ

いと考えた。つぎに，修復的司法と刑事司法の関

係について検討し，二元モデルの採用を提案した。

二元モデルは，様々な段階において修復的司法を



行うことができる柔軟なモデルであり r任意J'性

が要求される純粋モデルに，最も適すると思われ

るからである。そして，ミネソタ州の VOMが参

考になると考え，そのプログラムについて紹介し，

その後，山口直也の修復的司法に対する批判的見

解を取り上げて検討を加えた。

批判を検討することで明らかになったのは，ア

メリカの少年司法における修復的司法が，少年自

身の回復という視点を含めて考えていないという

ことであった。修復的司法は被害の回復を重視す

る。しかし，被害者の被った損害を回復すればよ

いというものではない。少年自身の回復という点

も含めて考えることが大切である。そのために，

少年司法の理念，すなわち，少年の健全育成・成

長発達権の保障ということを念頭において，修復

的司法を行う必要がある。ここに，少年司法の理

念とは，人権保障的な保護理念を意味する。社会

防衛的な保護理念を採用した場合，少年の非行克

服という視点よりも，社会防衛の方が優先してし

まう。社会防衛的な保護理念を採用すると，修復

的司法において少年自身の回復という視点、を強調

するのが難しくなる。また，社会防衛を強調すれ

ば，社会統制網を拡大する危険もある。そこで，

人権保障的な保護理念を採用して，少年の非行克

服を考慮する修復的司法を行うことが大切だと考

えた 108

少年司法に修復的司法を導入する場合，少年法

の理念を重視することが大切である。修復的司法

と少年法の理念は，決して並存できないものでは

ない109。むしろ，少年法の理念を含めて考えない

と，被害者の修復ばかり強調されてしまうおそれ

がある。そうなれば，少年自身の回復が行われる

ことはなく，本当の意味での修復にはならないと

思う。修復的司法が形骸化してしまうかもしれな

い。この点に注意することが，少年司法において

修復的司法を導入するために最も重要になると考

える。

(注)

1 葛野尋之『少年司法の再構築~ (日本評論社，

修復的司法に関する一考察

2003年) 3頁。葛野尋之は「リストラティブ・

ジャスティスは，犯罪被害者と加害者の直接対

話を通じて，犯罪被害者が犯罪行為者に直接疑

問や感情をぶつけ，犯罪行為者からは事件につ

いての説明，真書きな謝罪，誠実な損害賠償の約

束などがなされることによって，犯罪被害の現

実的救済が促進されることを目指している」と

いう。そして rこれらの基礎におかれるのは，

犯罪行為者における犯罪被害者の痛み・苦しみ

への共感とそれに根ざした深い悔悟である。こ

れはまた，犯罪行為者における真の意味での責

任の自覚であり，その犯罪克服の確固たる基盤

となり得る」と述べて rこのことは，犯罪行為

者における犯罪行為に至るまでの生育歴におい

て蓄積された被害の承認とその回復，したがっ

てその社会的再統合プロセスのなかでこそ可能

となり，このプロセスにおいては犯罪行為者の

主体性と参加が保障されなければならない」と

いう。さらに rリストラティブ・ジャスティス

が少年司法に完全に代替し得ない限り，リスト

ラティプ・ジャスティスと少年司法とは並存し，

連携しつつ機能分担することになる」と述べて

いる。すなわち，修復的司法は少年司法と並存

することができるのである。

2 山口直也「修復的少年司法は新たな厳罰化を

もたらさないか?J W法学セミナー~574 号 (2002

年)73頁 74頁。

3 小津轄ー「改怯の状 少年法制の中で被害

者への謝罪をどうするか 」新倉修=横山実

編集代表『少年法の展望一一津登俊雄先生古稀

祝賀論文集~ (現代人文社， 2000年)510頁-511

頁。

4 小津・前掲論文(注3)511頁-512頁。

5 小津・前掲論文(注3)512頁。

6 小津・前掲論文(注3)512-513頁。

7 前野育三「修復的少年司法一一少年の更生と

被害者の権利の調和を目指して一一JW自由と正

義~ 53巻5号 (2002年)41頁。

8 前野・前掲論文(注7)42頁，守屋典子「少

年事件協議の実現に向けて一一被害者と加害少
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年の直接対話による被害者の損害回復と加害少

年の更生一一J W 自由と正義~53 巻 5 号 (2002 年)

50頁-52頁。

9 高橋則夫著『修復的司法の探求~ (成文堂，2003

年)82頁以下。

10 高橋・前掲書(注9)86頁-88頁，謝如媛「修

復的司法の制度化に向けてJ W一橋法学』第2巻

第 1号 (2003年)192頁。

11 高橋・前掲書(注9)76頁 77頁，謝如媛・

前掲論文(注 10)192頁 193頁。

12 謝如媛・前掲論文(注目)193頁 194頁。

13 謝如媛・前掲論文(注目)194頁 197頁。

14 謝如媛・前掲論文(注 10)176頁。謝如媛に

よると，.クリスティ (NilsChristie)は『財産

としての紛争』という論文を発表した。そのな

かで，クリスティは刑事司法制度の根本的な問

題は，紛争がその正当な所有者である被害者か

ら盗まれており，人々ではなし専門家たちの

財産となってしまっていると説明している」と

のことである。

15 最大化モデルの者たちは「修復的制裁J と呼

んで被害弁償命令を修復的司法プログラムに入

れている。

16 謝如媛・前掲論文(注目)196頁， 198頁。純

粋モデルの場合，被害を解決するために，被害

者の経済的，感情的ニーズへの対応，被害者と

加害者の関係の修復，犯罪により，加害者とそ

の家族や友達の聞に生じた問題に対処し，加害

者に謝罪と被害回復を行って罪責感から解放す

る機会を提供すること，又，当該犯罪の原因を

探り，社会復帰のプランを計画し，加害者がそ

のプランを実現できるように家族とコミュニ

ティが支援体制を作ることなどが含まれる。一

方，最大化モデルの場合は，純粋モデルのよう

なことまでしなくても修復とみなすことができ

る。被害弁償命令をすれば修復されたとか考え

るわけである。コミュニティが一切入ってこな

い場合もあるし，被害者の意思が入ることなく

被害弁償されることもある。そのため，純粋モ

デルがいう『修復』に比べ，極めて限定的な『修
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復』が行われる場合がある。さらに，今までと

変わらない対処がなされることもある。それゆ

えに，今までと変わらない『目標』と述べてい

る。

17 謝如媛・前掲論文(注 10)196頁 197頁。

18 最大化モデルでは，被害弁償命令もコミュニ

ティ・サービス命令も修復的司法プログラムに

含まれる。

19 謝如媛・前掲論文(注 10)199頁。

20 高橋・前掲書(注9)100頁。

21 守山正=西村春夫著『犯罪学への招待~ (日本

評論社， 1999年)186頁-187頁。「関係修復思想

は西欧近代刑法の下で培われた個人主義と権利

主張の生き方に挑戦する。地域共同体主義と集

団的義務を課す。我が国でも，近代刑法の進め

る考え方に対して広く支持があるというわけで

はなく，関係修復的司法が機能する領域は確か

にあるだろう。しかし，われわれが最も恐れる

のは，我が国に固有の没個人的な『なあなあ主

義』と集団的責任主義とが癒着して，わけのわ

からぬ関係修復的司法が出来上がってしまうこ

とである」と述べている。最大化モデルを採用

した場合，非常に広範である。このように広範

な場合，何を中心にやるべきか見失うおそれが

ある。そうなった時，なあなあ主義と集団的責

任主義が癒着して，対話という最も重要なこと

が無視されるおそれがある。「マクドナルド化」

の危険性も十分にある。このことからも，対話

という最も重要なことに絞って定義づけられた

純粋モデルがよいと思われる。

22 謝如媛・前掲論文(注 10)204頁。

23 謝如媛・前掲論文(注 10)188頁 190頁，染

田恵「修復的司法の基礎的概念の再検討及び修

復的司法プログラムの実効性と実務的可能'性」

所一彦編集代表『犯罪の被害とその修復一一西

村春夫先生古稀祝賀 ~ (敬文堂， 2002年)280

頁 281頁。主に，染田恵の論文を使って， 4つ

のモデルを検討している。

24 ，.純粋モデルは，全ての犯罪を，私人間の紛争

として捉えているから理論的におかしい」と批



判する者がいる(染田・前掲論文(注23)277頁)。

そして，純粋モデルは一元モデルに結びつき，

採用することができないという。しかし，純粋

モデ、ルは，最終的に一元モデルに近づこうとし

ているが，必ずしも刑事司法制度の完全な消滅

を積極的には望んでいない。むしろ，刑事司法

制度を最小限度において必要としている。マー

シャル (Marshall，T.F.)によると，-当事者の

任意に基づく参加や協力は，修復的司法の実践

の前提条件であり，当事者の一方が参加しない

場合，修復的司法の参加の可能性が減少する。

当事者双方とも参加しない場合，公的な刑事司

法の手続に従って進めるしかない。従って，あ

らゆる事案に対応できる修復的司法制度は想定

されないし，公的な刑事司法制度に完全に代替

することもない。修復的司法が機能しない場合

(それは，当事者双方の参加が得られない場合で

あれ，お互いに納得できる解決策が得られない

場合であれ)，公的司法手続は最後の手段として

維持される(謝如媛・前掲論文(注 10)202頁

203頁)J。このように，純粋モデル(少なくとも

マーシャルのモデル)は，全てを修復的司法で

解決できると考えているわけではないし，公的

な刑事司法の必要性も認めて考えている。した

がって，私人聞の紛争として考えることのでき

ないような犯罪類型，公共的法益，国家的法益

に関しては，公的な刑事手続に従って進めるこ

とができる。よって，-純粋モデルを採用すれば，

一元モデルの立場に立つことになり妥当ではな

い」という批判はあたらない。

25 染田・前掲論文(注23)281頁。

26 アメリカ司法省内にある少年司法および非行

予防局が 1997年に発行した「バランスのとれた

修復的少年司法一一21世紀の少年司法のため

の枠組み」と題する報告書のことである。

27 柴田守「修復的司法が意味すること一一少年

犯罪における修復的司法の一考察 J W専修法

研論集』第33号 (2003年)59頁。

28 修復的司法という語の差異について，服部朗

「修復的少年司法の可能'性J W立教法学~ 55号

修復的司法に関する一考察

(2000年)250頁を引用した。

29 ハワード・ゼア著・西村春夫=細井洋子=高

橋則夫監訳『修復的司法とは何か 応報から

関係修復へ~ (新泉社， 2003年)180頁以下を参

照。

30 守山正=西村春夫著・前掲書(注21)181頁。

31 服部・前掲論文(注28)249頁 250頁。服部

朗は，-修復的司法は，犯罪を国家ではなく他者

及び地域社会に対する行為として捉え，行為者

の責任は刑罰を受けることではなく被害回復を

行うことにあるとするなど，応報的司法とは全

く異なる，犯罪の本質や司法制度の役割理解の

新たな『見方』を提示している」と述べている。

32 服部・前掲論文(注28)251頁，服部朗「ア

メリカの少年司法J W刑法雑誌~ 39巻 1号 (1999

年)148頁参照。この他にも，守山正=西村春夫

著・前掲書(注21) 180 頁~181 頁において応報

的司法と修復的司法の比較表が載っている。

33 服部・前掲論文(注28)251頁 255頁。

34 服部・前掲論文(注28) 252 頁~253 頁。西村

春夫「修復的司法の理念と実践J W刑法雑誌~ 41 

巻2号 (2002年)232頁に被害者のニーズ・加

害者のニーズについてまとめられた表がある。

35 この被害者のニーズには，被害を受けたこと

に気づいてもらうニーズ，司法手続への参加を

認められるニーズ，司法手続の中で決定の役割

を与えられるニーズが含まれる。

36 服部・前掲論文(注28)253頁。ここで注意

しておくべきことは，重大な危険性を示す犯罪

者は地域社会に戻すべきでないと考えているこ

とである。この考え方の根底には，危険なもの

は排除すべきであり，地域みんなで監視しよう

という考えがある。日本の少年法とは，逆の考

え方に基づいていると思われる。

37 服部・前掲論文(注28)253頁 254頁。

38 服部・前掲論文(注28)254頁 255頁。

39 服部・前掲論文(注28)270頁。

40 服部・前掲論文(注28)270頁 271頁。

41 守山正「少年非行の原因と予防」石川正興=

曽根威彦=高橋則夫=田口守一=守山正(著)
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「少年非行と法~ (成文堂， 2001年)23頁以下，

有田禎宏「調査官から見た少年非行の実態」猪

瀬横一郎・森田明・佐伯仁志(編) ~少年法の新

たな展開一一理論・手続・処遇~ (有斐閣， 2001 

年)338頁，また，山田由紀子「参議院法務委員

会参考人意見陳述要旨 少年事件被害者と少年

との対話を」について http://www.kodomono-

shiten.net/homuiinkai1117 -1.htmが参考にな

る。

42 服部・前掲論文(注28)271頁。

43 少年の自己回復がないところに少年の責任を

強調しでも，形式的な謝罪や儀式に終わってし

まい，責任の自覚に至らないおそれがある。

44 プログラムの呼び方や内容は様々であり，ア

メリカ・カナダでは，現在300を超えるプログ

ラムがあるとされる。西村・前掲論文(注34)

236頁以下に，量刑サークルなどについてまと

めた表がある。

45 VOMに関する説明について，長井進「修復的

司法に関する一考察 被害者支援の立場から

一一J~犯罪と非行û36 号 (2003 年)82 頁-84 頁，

前野育三「修復的司法の現実的可能性と具体的

形態J~法と政治~ 53巻1号 (2002年)35頁以

下，前野育三「被害者参加と少年保護手続と修

復的司法」光藤景岐先生古稀祝賀論文集編集委

員会(編)~光藤景岐先生古稀祝賀論文集 下巻』

(成文堂， 2001年)922頁以下を参照。

46 本章を書くにあたって， Mark S.Umbreit， 

The Handbook 01 Victim Offender Media-

tion: An Essential Guide to Practice and 

Research (Jossey-Bass Inc Pub， 2001)や， Mark 

S. Umbreit， Betty Vos， Robert B. Coates， 

Katherine A. Brown， Facingれ・olence:The 

Path 01 Restorative Justice and Dialogue (Wil 

low Tree Press，2003)を参考にした。また，

'University of Minnesota Center for Restora-

tive Justice & peacemakingJについて http://

ssw.che.umn.edu/rjp/， 'Restorative Justice 

onlineJについて http://www/restorativejus-

tice.org/， rMinnesota Department of Correc-

224 

tionsJについて http://www.doc.state.mn.us

を参考にした。

47 辰野文理「被害者・加害者メディエーション

における仲介者の役割とその養成一一ミネソタ

大学におけるメディエーター・トレーニング

ー J~犯罪と非行~ 133号 (2002年)87頁。

48 辰野・前掲論文(注47)87頁，宮崎聡「アメ

リカ合衆国におけるリストラティブ・ジャス

ティスの実情について 被害者・加害者聞の

和解プログラムを中心として J ~家裁月報』

第52巻第3号 (2000年)，坂上香「当事者の対

話が生むもの アメリカにおけるカンファレ

ンスの試みから一一」団藤重光・村井敏邦・斉藤

豊治ほか著 n改正」少年法を批判する~ (日本

評論社， 2000年)199頁 200頁。

49 坂上・前掲論文(注48)198頁 199頁。

50 辰野・前掲論文(注47)90頁 91頁。

51 辰野・前掲論文(注47)91頁以下。

52 辰野・前掲論文(注47)93頁 94頁。

53 宮崎・前掲論文(注48)175頁。

54 辰野・前掲論文(注47)95頁 96頁。

55 メデイエーターの採用ということも重要だ

が，メディエーターのトレーニングということ

も大切である。トレーニングを徹底することで，

中立・公平を確保し，被害者・加害者の満足で

きる結論を導き出せるようにすべきである。こ

のメディエーターのトレーニングについて，辰

野・前掲論文(注47)96頁-97頁に詳しく書い

である。

56 山口・前掲論文(注2)73頁一74頁。染田恵

「修復的司法の理論的・実務的課題と日本におけ

る活用可能'性J~犯罪と非行~ 127号 (2001年)

も修復的司法の課題が詳しく述べられている。

また，平山真理「修復的司法をめぐる研究動向」

吋日罪社会学研究~ 27号 (2002年)も批判的見

解について述べている。

57 山口・前掲論文(注2)75頁 76頁。

58 椿百合子「少年院における家族関係の調整」

『刑政~ 110巻5号(1999年)。

59 徳岡秀雄「少年司法は均衡・修復司法の時代



かJ W刑政~ 111巻2号 (2000年)41頁-42頁，

服部朗「アメリカ少年司法 修復的司法

‘Restorative Justice'のゆくえ一一JW刑法雑誌』

39巻1号 (1999年)。服部朗は「ウィスコンシ

ン州でも厳罰化の傾向がある。ウィスコンシン

州の少年法は，均衡・修復的司法モデルに基づ

いて制定されたと説明されているが，その中身

は，修復的司法と真に関連するのはごく一部で，

全体的には懲罰化の傾向がくっきりと現れてい

る。懲罰化の要請が，修復的司法という麗しい

衣をまとって奥座敷まで上がりこんだと警える

ことができょう」と述べている。すなわち，厳

罰化が修復的司法の前提にあるという。

60 平山・前掲論文(注56)122頁。オーストラ

リアもアメリカと同様，ディパージョン段階に

修復的司法を取り入れている国であり，社会統

制網を拡大することになるのでは，との懸念が

存在する。

61 アメリカ少年司法について，葛野・前掲書(注

1)，服部・前掲論文(注59)を参照。

62 山口直也は OJJDP報告をもとに修復的司法

に対する批判をしている。そのことから考える

と，ここで述べる加害少年の発達援助は，行為

者が被害回復をした場合に与えられる社会の寛

容や，能力の発展に関し言われているところの

社会生活技能の獲得の援助を指すと思われる。

63 緑川徹「マーク・アンプライト『被害者・加

害者調停のマクドナルド化および周縁家の回

避~J W法律時報~74 巻 11 号 (2002 年)100 頁-102

頁。

64 宮崎・前掲論文(注48)175頁。

65 緑川・前掲論文(注63)103頁。

66 長井進「修復的司法に関する一考察一一被害

者支援の立場から J W犯罪と非行~ 136号

(2003年)97頁。

67 宮崎・前掲論文(注48)175頁。

68 津登俊雄著『少年法入門[第2版]~ (有斐閣，

2001年)39頁以下。

69 守屋克彦「少年審判における司法機能と福祉

機能J W少年の非行と教育~ (勤草書房， 1977年)

修復的司法に関する一考察

331頁以下，葛野尋之「少年司法における『保護』

の理念とリアリティ 二つの『外国人」少年

犯罪を手がかりにして一一(その1)JW静岡大学

法経研究~ 44巻4号(1996年)，葛野・前掲書

(注1)53頁以下。葛野尋之は，守屋克彦の論文

をうまくまとめている。そこで，主に，葛野尋

之の論文を使用した。

70 守屋克彦・前掲論文(注69)332頁以下，葛

野・前掲論文(注69)350頁。

71 守屋克彦・前掲論文(注69)341頁以下，葛

野・前掲論文(注69)350頁 351頁。

72 葛野・前掲論文(注69)351頁-353頁。

73 守屋克彦・前掲論文(注69)337頁。

74 守屋克彦・前掲論文(注69)337頁以下を参

照。守屋克彦は，-福祉機能が社会防衛の要請に

とり込まれる」ことに関して，-いいかえれば，

保護処分が，少年の健全育成を内部に閉じ込め

た社会防衛のための処分，いわゆる保安処分に

転化する理論的な可能性を与えることになる」

と述べている。

75 守屋克彦・前掲論文(注69)341頁。

76 葛野・前掲論文(注69)355頁以下。

77 葛野・前掲論文(注69)361頁 363頁。

78 葛野・前掲論文(注69)356頁以下。

79 葛野・前掲論文(注1)65頁以下，葛野尋之

「少年司法における「保護』理念の再構築に向け

て一一アメリカ少年司法改革の教訓|から一一」

『刑法雑誌~ 36巻 3号(1997年)。

80 前野育三「修復的司法一一市民のイニシァ

ティブによる司法を求めて J W犯罪社会学研

究~ 27号 (2002年)24頁。

81 守屋典子や太田達也が指摘している。守屋典

子・前掲論文(注8)51頁-52頁，太田達也「ベ

ルギーにおける修復的司法と矯正の取組み

(後)J W刑政~ 112巻9号 (2001年)70頁以下を

参照。

82 修復的司法を実践している諸外国において

は，比較的軽微な財産犯において行われている

例が多い。しかし，一方で，殺人や傷害致死な

どの重大事件においても実践されている例はあ
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り，軽微犯罪にしか適用できないわけではない。

また，重大犯罪の場合であろうと，加害少年と

直接対面して少年から話を聞きたいという希望

を持つ被害者はいると思う(守屋典子・前掲論

文(注 8)52頁)。したがって，重大犯罪であっ

ても行うべきである。それから，社会関係が複

雑化した現在，全ての犯罪を個人の関係に還元

して捉えることは不可能であり，かつ不適切で

ある(染田・前掲論文(注56)80頁 81頁)。そ

れゆえ，純粋な個人的法益である生命，身体，

財産などに対する侵害行為を対象に，修復的司

法を行うべきだと考える。

83 守屋典子・前掲論文(注8)52頁。重大事件

の扱いについて，次の点に注意する必要がある。

アンプライトによると，.殺人事件のような重大

事件で，メディエーションを行うまでに期間を

要するのは，加害者の側に被害者に会う準備が

できていないためであることが多い」という。

「加害者が自分のしたことをきちんと受け止め

ていなかったり，被害者に対面する前に解決す

べき問題を抱えている状態では，メディエー

ションを行うことはできない」ので，加害者が

被害者に会える状態になるまで待たなければな

らないというのである。「重大事件のメディエー

ションが実現するまでに数年かかることが多

しりとも述べている(辰野・前掲論文(注47)

99頁)。つまり，事件が起きてからそれほど期間

が経過していない段階では，重大事件を起こし

た加害者も自分自身の問題が解決できていない

ので，被害者のことを考えることができるまで

には至っていないというのである。このように，

重大事件においては，加害者自身の回復が重要

になる。そして，その回復には時聞がかかる。

しかし，合意を結ぼうとして焦ってはいけない。

メディエーターのトレーニングを徹底させるな

どして，より慎重に対応することが大切である。

84 もし，ディパージョン段階のみ導入すると

なったら重大事件で行うのは難しくなる。一方，

矯正段階しかできないとなったら，.いまさら会

いたくないJ ，.そっとしておいてくれJ ，.どうし
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て今ごろそんなことを言い出すんだ」となって，

会えない場合がある。したがって，柔軟な対応

ができるためにも全ての段階で行えるというの

が望ましい。

85 守屋典子・前掲論文(注8)52頁。

86 刑事法(淵野)ゼミナール「あるべき少年司

法とは~少年法改正を契機に考えるJW静岡大学

法経学会・法政論集』第4号 (2001年)66頁。

87 富崎・前掲論文(注48)170頁-171頁。「警察

官がファシリテーター(話合いの司会者)となっ

た場合，彼らは現行を一字一句間違えないよう

にトレーニングされているため，セッションの

場がくつろいだものにならないという。さらに，

ファシリテーターは被害者と加害者との聞で中

立的な立場でなくてはならないが，警察官の

ファシリテーターは，加害者に対して厳しい態

度を取りやすいという問題がある」。

88 加藤暢夫「少年非行における被害者と加害者

『報復・仕返し」から修復的司法の動向を視

野に入れてJ W月刊少年育成~ 553号 (2002年)。

89 染田・前掲論文(注23)286頁以下。

90 久保貴「更生保護と被害者一一保護観察処遇

に被害者の視点を取り入れるとはどういうこと

か?J所一彦編集代表『犯罪の被害とその修復

一一西村春夫先生古稀祝賀一一~ (敬文堂， 2002 

年)31頁。

91 辰野・前掲論文(注47)96頁。

92 大学生を採用してみたらどうかと考えてい

る。アメリカで1Tわれているティーンコートよ

りも少し上の年齢を考えている。それは，修復

的司法をティーンコートのようにするわけには

いかないからである。ティーンコートは，非行

を行った少年と同世代のボランティアの少年た

ち(多くの場合は高校生)によって運営される

陪審裁判である。本来非行少年を立ち直らせる

ための制度であるが，ボランティアでティーン

コートに参加する少年たちが地域のエリートに

固定化してしまっており，非行少年とエリート

少年とのこ極的構造ができあがっている。さら

に，エリート少年のための法曹養成機関と化し



てしまっているとの批判もある。修復的司法が

ティーンコートのようになってしまったら，被

害者・加害者双方とも満足できる調停にしよう

という目的が形骸化するおそれがある。二極構

造化することを少しでも防ぐために，また，高

校生よりも物事を中立・公平に見ることのでき

る人材を確保するために，対象年齢を少し上げ

て大学生を採用するのがよいと考えている。

ティーンコートについて，斉藤豊治「ワーク

ショップJ W刑法雑誌~ 40巻3号 (2001年)431 

頁 432頁，山口直也「アメリカのティーンコー

ト」団藤重光・村井敏邦・斉藤豊治ほか著 WI改

正」少年法を批判する~ (日本評論社， 2000年)， 

山口直也編著『ティーンコートー少年が少年

を立ち直らせる裁判~ (現代人文社， 1999年)が

参考になる。

93 山田由紀子IW被害者加害者対話の会運営セン

ター』の発足と実践J W 自由と正義~ 53巻 5号

(2002年)63頁，辰野・前掲論文(注47)93頁。

94 刑事法(測野)ゼミナール・前掲論文(注86)

66頁。

95 葛野・前掲書(注1)65頁以下，葛野尋之「ア

メリカ少年司法改革と社会復帰理念 マーチ

ン・グッゲンハイム『少年司法と社会復帰』か

ら一一JW静岡大学法政研究~ 1巻1号(1996年)， 

葛野尋之「少年司法における「保護』理念の再

構築に向けて一一アメリカ少年司法改革の教訓

から一一J W刑法雑誌~ 36巻3号(1997年)。

96 山田・前掲論文(注93)63頁。

97 山田・前掲論文(注93)63頁。

98 前野育三「修復的司法の現実的可能性と具体

的形態J W法と政治~ 53巻 1号 (2002年)41頁。

前野育三は I直接対面の場で約束した損害賠償

額が，正規の訴訟手続を踏んだ場合や社会常識

に比べて，大幅に損するということのない保障

があってこそ安心して話し合える。手続的な落

とし穴で，約束したはずの賠償金が取れないと

いうことも防がねばならない。それを保障する

のが弁護士である。もっとも，世間の常識以上

に賠償をしたいという気持ちが加害者にあれ

修復的司法に関する一考察

ば，それは尊重されねばならないし，逆に被害

者が，加害者の経済状態に同情して，常識的な

損害賠償額をあきらめて，加害者の立ち直りに

協力するという気持ちを明確に持っているので

あれば，それも尊重されねばならない」とも述

べている。

99 前野・前掲論文(注98)41頁 42頁。

100 山田・前掲論文(注93)63頁。

101 山田・前掲論文(注目)64頁。

102 山田・前掲論文(注93)64頁。

103 辰野・前掲論文(注47)98頁。

山山田・前掲論文(注93)64頁。

l的 刑事法(測野)ゼミナール・前掲論文(注86)

66頁。

106 新恵里「犯罪被害者支援~ (径書房， 2000年)， 

宮津浩一二園松孝次(監修)・大谷賓=山上暗

(編集代表) W講座被害者支援第5巻・犯罪被害

者に対する民間支援~ (東京法令出版， 2000年)， 

小林奉文「我が国における犯罪被害者支援の現

状と今後の課題J W レファレンス~ 627号 (2003

年)。

107 前野育三・前掲論文(注 98)49頁 50頁。純

粋モデルを採用した場合，修復的司法と被害者

支援は直接関係があるわけではない。しかし，

前野育三は，修復的司法と被害者支援の関係性

について，次のように述べている。「修復的司法

の登場は，被害者の発言力が増してきたことと

関連していると思われるが，特に被害者保護に

焦点を当てた制度というわけではない。例えば，

PTSDの治療，被害者に対する国家補償の充実

等々である。これらは直接には修復的司法と関

係はないがこれらの施策が充実していることは

修復的司法にとって有利な条件である。被害者

支援が先行しておれば修復的司法は受け入れら

れやすく，被害者支援が遅れておれば，修復的

司法による解決も拒否されやすい。その意味で

は，両者はかなり密接な関係を持っているとい

うことができる」。さらに I修復的司法がどの

程度成果を上げることができるかどうかは，被

害者支援がどれだけ先行しているかによって左
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右されるところが大である。被害直後の精神的

ケアなどが進展すれば，被害者の加害者・社会

に対する感情は和らぐだろう」という。「本来，

被害者には，重大犯罪であればあるほど，加害

者を憎む気持ちと，許さなければ将来への解決

はないという気持ちとが交錯していると思われ

る。被害者支援が進展すれば，後者の気持ちを

緩めることになる。そのような基盤の上に修復

的司法が行われることが最も望ましい」と述べ

ている。したがって，修復的司法と被害者支援

は，密接な関係があると考えられる。

108 子どもの成長発達権を基礎にして，少年司法

を再構築するという新しい説がある。厳罰政策

に傾斜することを防止して，修復的司法の形骸

化を防ぐことができると思われる。したがって，

私もこの考え方に賛同する。詳しくは，葛野・

前掲書(注1) 1頁， 65頁以下を参照。

109 葛野・前掲書(注 1) 3頁。

(はやし みきひと 北海道大学法学研究科修士

課程修了)
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